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ま
た
、
各
州
の
知
事
選
挙
や
議
会
議
員
選
挙
で
も
、
二
一
州
（
ア
ラ
ス
カ
州
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
、
ア
イ
オ
ワ
州
、
ヶ

ン
タ
ッ
キ
ー
州
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
、
ミ
シ
ガ
ン
州
〔
政
治
献
金
は
禁
止
さ
れ
る
が
、
政
党
へ
の
献
金
に
関
し
て
は
一
定
の
場
合

に
禁
止
〕
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
、
モ
ン
タ
ナ
州
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
、
オ
ハ
イ
オ
州
、

オ
ク
ラ
ホ
マ
州
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ァ
州
、
ロ
ウ
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
、
テ
ネ
シ
ー
州
、
ウ
ェ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
、

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
）
に
お
い
て
企
業
献
金
が
禁
止
さ
れ
、
さ
ら
に
、
二
二
州
（
ア
ラ
ス
カ
州
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
、

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
、
ミ
シ
ガ
ン
州
〔
政
治
献
金
は
禁
止
さ
れ
る
が
、
政
党
へ
の
献
金
に
関
し
て
は
一
定
の
場
合
に
禁
止
〕
、
ニ
ュ
ー
ハ

ン
プ
シ
ャ
ー
州
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
、
オ
ハ
イ
オ
州
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ァ
州
、
ロ
ウ
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
、
サ

ウ
ス
ダ
コ
タ
州
〔
法
人
の
場
合
〕
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
）
に
お
い
て
労
働
組
合
の
政
治
献
金
が
禁
止
さ
れ
て

　（2

）

い
る
。

　
日
本
の
政
治
資
金
規
正
法
は
、
昭
和
二
三
年
に
、
G
H
Q
の
勧
告
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
当
時
の
法
律
で
一
九
二
五
年
に
制
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
「
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
」
を
モ
デ
ル
に
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金

に
関
す
る
厳
格
な
態
度
は
、
我
が
国
の
政
治
資
金
規
正
法
二
一
条
一
項
の
、
会
社
、
労
働
組
合
、
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
は
、
「
政

党
及
び
政
治
資
金
団
体
並
び
に
資
金
管
理
団
体
以
外
の
者
に
対
し
て
は
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
の
規

定
、
及
び
、
我
が
国
の
次
の
二
つ
の
判
例
、
す
な
わ
ち
、
会
社
の
政
治
献
金
を
容
認
し
た
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四

　
　
　
　
　
　
パ
ぢ
レ

巻
六
号
六
二
五
頁
や
、
労
働
組
合
が
政
治
的
活
動
を
し
「
そ
の
た
め
の
費
用
を
組
合
基
金
の
う
ち
か
ら
支
出
す
る
こ
と
自
体
は
、
法
的

に
は
許
さ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
政
治
献
金
を
容
認
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
最
判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
八
日
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

集
二
九
巻
一
〇
号
一
六
九
八
頁
と
対
比
す
る
と
き
、
対
照
的
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
法
の
継
受
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
も
い
え
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、
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上

F
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(
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働
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関
す
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厳
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態
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国
の
政
治
資
金
規
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項
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、
会
社
、
労
働
組
合
、
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
は
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政

党
及
び
政
治
資
金
団
体
並
び
に
資
金
管
理
団
体
以
外
の
者
に
対
し
て
は
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
よ
と
の
規

定
、
及
び
、
我
が
国
の
次
の
二
つ
の
判
例
、
す
な
わ
ち
、
会
社
の
政
治
献
金
を
容
認
し
た
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四

巻
六
号
六
二
五
更
や
、
労
働
組
合
が
政
治
的
活
動
を
し
「
そ
の
た
め
の
費
用
を
組
合
基
金
の
う
ち
か
ら
支
出
す
る
こ
と
自
体
は
、
法
的

に
は
許
さ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
政
治
献
金
を
容
認
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
最
判
昭
和
五

O
年
一
一
月
二
八
日
民

集
二
九
巻
一

O
号
一
六
九
八
頁
と
対
比
す
る
と
き
、
対
照
的
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
法
の
継
受
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
も
い
え
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る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
政
治
資
金
規
正
法
に
、
税
理
士
会
が
政
党
や
政
治
資
金
団
体
並
び
に
資
金
管
理
団
体
に
対
し
て
政
治

献
金
を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
条
文
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
税
理
士
会
が
政
党
な
ど
規
正
法
（
政
治
資
金
規
正
法
…
…
筆
者
注
）

上
の
政
治
団
体
に
金
員
の
寄
付
を
す
る
こ
と
は
、
た
と
い
税
理
士
に
係
る
法
令
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
政
治
的
要
求
を
実
現
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
法
（
税
理
士
法
…
…
筆
者
注
）
四
九
条
二
項
で
定
め
ら
れ
た
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
外
の
行
為
で
あ
」
る
と

し
た
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
民
集
五
〇
巻
三
号
六
一
五
頁
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
に
関
す
る
厳

格
な
態
度
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
右
判
決
が
、
「
政
党
な
ど
規
正
法
上
の
政
治
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄
付
を
す
る
か

ど
う
か
は
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
成
す
も
の
と
し
て
、
会
員
各
人
が
市
民
と
し
て
の
個
人
的
な
政
治
的
思
想
、
見

解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
政
党
な
ど
規
正
法
上
の
政
治
団
体

は
、
政
治
上
の
主
義
若
し
く
は
施
策
の
推
進
、
特
定
の
公
職
の
候
補
者
の
推
薦
等
の
た
め
、
金
員
の
寄
付
を
含
む
広
範
囲
な
政
治
活
動

を
す
る
こ
と
が
当
然
に
予
定
さ
れ
た
政
治
団
体
で
あ
り
（
規
正
法
三
条
等
）
、
こ
れ
ら
の
団
体
に
金
員
の
寄
付
を
す
る
こ
と
は
、
選
挙

に
お
い
て
ど
の
政
党
又
は
ど
の
候
補
者
を
支
持
す
る
か
に
密
接
に
つ
な
が
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
点
は
、
ア
メ
リ
カ

の
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
の
根
底
に
あ
る
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
政
治
献
金
が
そ
の
構
成
員
で
あ
る
国
民
一
人

一
人
に
保
障
さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
判
決
は
、
小
法
廷
で
な
さ
れ
て
お
り
、
会
社
の
政
治
献
金
に
関
し
て
は
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
を
是
認
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
及
び
前
掲
最
判
昭
和
五
〇
年
二
月
二
八
日
の
判
例
変
更
を
行
っ
た
も
の
で
は
な

パ
ク
レい

が
、
政
治
献
金
は
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
な
し
構
成
員
が
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
の
論
理
を
推
し
進
め
る
な
ら
ば
、

会
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や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
容
認
し
た
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
及
び
前
掲
最
判
昭
和
五
〇
年
二
月
二
八
日
を
変

る
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と
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、
そ
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方
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、
政
治
資
金
規
正
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に
、
税
理
士
会
が
政
党
や
政
治
資
金
団
体
並
び
に
資
金
管
理
団
体
に
対
し
て
政
治
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を
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
条
文
が
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い
に
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、
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市
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と
し
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人
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的
思
想
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見

解
、
判
断
等
に
基
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自
主
的
に
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事
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と
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あ
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り
(
規
正
法
三
条
等
)
、
こ
れ
ら
の
団
体
に
金
員
の
寄
付
を
す
る
こ
と
は
、
選
挙

に
お
い
て
ど
の
政
党
又
は
ど
の
候
補
者
を
支
持
す
る
か
に
密
接
に
つ
な
が
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
点
は
、

ア
メ
リ
カ

の
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
の
根
底
に
あ
る
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
政
治
献
金
が
そ
の
構
成
員
で
あ
る
国
民
一
人

一
人
に
保
障
さ
れ
た
基
本
的
権
利
で
あ
る
投
票
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
判
決
は
、
小
法
廷
で
な
さ
れ
て
お
り
、
会
社
の
政
治
献
金
に
関
し
て
は
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
を
是
認
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
及
び
前
掲
最
判
昭
和
五

O
年
一
一
月
二
八
日
の
判
例
変
更
を
行
っ
た
も
の
で
は
な

い
が
、
政
治
献
金
は
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
な
し
構
成
員
が
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
の
論
理
を
推
し
進
め
る
な
ら
ば
、
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会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
容
認
し
た
前
掲
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
及
び
前
掲
最
判
昭
和
五

O
年
一
一
月
二
八
日
を
変
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更
す
る
契
機
と
な
り
う
る
性
質
を
有
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止

に
関
す
る
厳
格
な
態
度
を
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
、
強
制
加
入
制
を
と
る
公
益
法
人
の
み
な
ら
ず
労
働
組
合
や
会
社
に
お
い
て
も
政
治
献

金
を
禁
止
す
べ
き
こ
と
が
よ
り
一
層
明
確
な
も
の
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
は
、
営
利
法
人
や
中
問
法
人
や
公
益
法
人
が
政
治
献
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
、
法
人
の
目
的
の

「
法
規
上
お
よ
び
定
款
上
の
厳
し
さ
」
や
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
問
題
と
す
る
の
で
な
く
、
多
数
決
原
理

に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
党
な
ど
政
治
資

金
規
正
法
上
の
政
治
団
体
は
、
「
政
治
上
の
主
義
若
し
く
は
施
策
の
推
進
、
特
定
の
公
職
の
候
補
者
の
推
薦
等
の
た
め
、
金
員
の
寄
付

を
含
む
広
範
囲
な
政
治
活
動
を
す
る
こ
と
が
当
然
に
予
定
さ
れ
た
政
治
団
体
」
で
あ
っ
て
、
「
こ
れ
ら
の
団
体
に
金
員
の
寄
付
を
す
る

こ
と
は
、
選
挙
に
お
い
て
ど
の
政
党
又
は
ど
の
候
補
者
を
支
持
す
る
か
に
密
接
に
つ
な
が
る
問
題
」
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
れ

ら
の
「
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄
付
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
成
す
も
の
」
と
し
て
、
構
成
員

「
各
人
が
市
民
と
し
て
の
個
人
的
な
政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
」
と
い
う
べ
き

で
あ
り
、
営
利
法
人
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
中
間
法
人
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
公
益
法
人
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
多
数
決
原
理
に
よ
っ

て
構
成
員
に
そ
の
協
力
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
「
投
票
の
自
由
」
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
「
政
治
献
金
の
自
由
」
は
、
原
則
的
に
は
、
投
票
す
る
権
利
を
有
す
る
構
成
員
に
帰

属
す
る
の
で
あ
っ
て
法
人
に
は
帰
属
し
な
い
の
で
あ
り
（
も
っ
と
も
、
①
傾
向
企
業
が
政
治
献
金
を
行
う
場
合
、
②
法
人
の
構
成
員
全

員
が
政
治
献
金
に
賛
成
し
て
法
人
が
献
金
を
行
う
場
合
、
③
法
人
の
構
成
員
か
ら
政
治
献
金
を
行
う
た
め
の
任
意
の
寄
付
を
徴
収
し
、

そ
の
協
力
を
得
ら
れ
た
構
成
員
か
ら
得
た
金
額
を
法
人
が
献
金
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
構
成
員
の
投
票
の
自
由
〔
一
票
を
行
使
す
る
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更
す
る
契
機
と
な
り
う
る
性
質
を
有
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
げ
る
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止

に
関
す
る
厳
格
な
態
度
を
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
、
強
制
加
入
制
を
と
る
公
益
法
人
の
み
な
ら
ず
労
働
組
合
や
会
社
に
お
い
て
も
政
治
献

説

金
を
禁
止
す
べ
き
こ
と
が
よ
り
一
層
明
確
な
も
の
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

三A、
百聞

と
こ
ろ
で
、
私
は
、
営
利
法
人
や
中
間
法
人
や
公
益
法
人
が
政
治
献
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
、
法
人
の
目
的
の

「
法
規
上
お
よ
び
定
款
上
の
厳
し
き
」
や
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
問
題
と
す
る
の
で
な
く
、
多
数
決
原
理

に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
党
な
ど
政
治
資

金
規
正
法
上
の
政
治
団
体
は
、
「
政
治
上
の
主
義
若
し
く
は
施
策
の
推
進
、
特
定
の
公
職
の
候
補
者
の
推
薦
等
の
た
め
、
金
員
の
寄
付

を
含
む
広
範
囲
な
政
治
活
動
を
す
る
こ
と
が
当
然
に
予
定
さ
れ
た
政
治
団
体
」
で
あ
っ
て
、
「
こ
れ
ら
の
団
体
に
金
員
の
寄
付
を
す
る

こ
と
は
、
選
挙
に
お
い
て
ど
の
政
党
又
は
ど
の
候
補
者
を
支
持
す
る
か
に
密
接
に
つ
な
が
る
問
題
」
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
れ

ら
の
「
団
体
に
対
し
て
金
員
の
寄
付
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
成
す
も
の
」
と
し
て
、
構
成
員

「
各
人
が
市
民
と
し
て
の
個
人
的
な
政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
」
と
い
う
べ
き

で
あ
り
、
営
利
法
人
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
中
間
法
人
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
公
益
法
人
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
多
数
決
原
理
に
よ
っ

て
構
成
員
に
そ
の
協
力
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
構
成
員
の
固
有
権
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
「
投
票
の
自
由
」
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
「
政
治
献
金
の
自
由
」
は
、
原
則
的
に
は
、
投
票
す
る
権
利
を
有
す
る
構
成
員
に
帰

属
す
る
の
で
あ
っ
て
法
人
に
は
帰
属
し
な
い
の
で
あ
り
(
も
っ
と
も
、
①
傾
向
企
業
が
政
治
献
金
を
行
う
場
合
、
②
法
人
の
構
成
員
全

員
が
政
治
献
金
に
賛
成
し
て
法
人
が
献
金
を
行
う
場
合
、
③
法
人
の
構
成
員
か
ら
政
治
献
金
を
行
う
た
め
の
任
意
の
寄
付
を
徴
収
し
、

そ
の
協
力
を
得
ら
れ
た
構
成
員
か
ら
得
た
金
額
を
法
人
が
献
金
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
構
成
員
の
投
票
の
自
由
〔
一
票
を
行
使
す
る



に
当
た
っ
て
反
対
政
党
に
人
的
・
物
的
に
協
力
さ
せ
ら
れ
な
い
自
由
も
含
む
〕
ひ
い
て
は
構
成
員
の
政
治
的
信
条
の
自
由
を
侵
害
し
な

い
か
ら
、
例
外
的
に
法
人
が
政
治
献
金
で
き
る
）
、
し
か
も
、
参
政
権
に
つ
ら
な
る
構
成
員
の
投
票
の
自
由
ひ
い
て
は
政
治
的
信
条
の

自
由
は
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
構
成
員
の
固
有
権
に
あ
た
る
の
で
あ
っ
て
、
政
治
献
金
を
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
団

体
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
団
体
の
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
も
構
成
員
の

固
有
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
公
益
法
人
で
あ
ろ
う
と
中
問
法
人
で
あ
ろ
う
と
営
利
法
人
で
あ
ろ
う

と
、
政
治
献
金
は
構
成
員
の
投
票
の
自
由
ひ
い
て
は
政
治
的
信
条
の
自
由
と
い
う
固
有
権
を
侵
害
す
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
法
人
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

的
の
範
囲
外
と
な
る
と
解
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
に
関
す
る
厳
格
な
態
度
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
法
人
の
政
治
献
金
は
原
則
と
し
て
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
の
行
為
で
あ
る
と
の
私
見
の
正
当
性
を
基
礎
づ
け
て
み
た
い
と
思
う
。
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企
業
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
の
歴
史
的
経
緯

　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
八
六
七
年
に
最
初
の
政
治
資
金
の
規
制
立
法
が
制
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
（
在
任
一
八

二
九
～
一
八
三
七
年
）
が
、
選
挙
戦
に
貢
献
し
た
者
を
政
治
的
報
奨
と
し
て
連
邦
公
務
員
に
就
か
せ
る
と
い
う
党
人
任
用
制
（
9
0
房

ω
誘
冨
ヨ
）
を
採
用
し
た
が
、
党
人
任
用
制
に
起
因
す
る
行
政
の
非
能
率
及
び
政
治
の
金
権
体
質
は
、
政
治
腐
敗
と
汚
職
を
も
た
ら
し

た
。
そ
し
て
、
政
治
家
が
公
務
員
に
政
治
献
金
を
要
請
す
る
こ
と
が
常
態
化
し
、
一
八
六
〇
年
代
に
は
、
個
々
の
公
務
員
に
献
金
額
を

割
り
当
て
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
至
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
官
職
を
得
る
た
め
に
特
定
の
大
統
領
候
補
者
を
応
援
し
、
大
統
領
に
当
選

に
当
た
っ
て
反
対
政
党
に
人
的
・
物
的
に
協
力
さ
せ
ら
れ
な
い
自
由
も
含
む
〕

ひ
い
て
は
構
成
員
の
政
治
的
信
条
の
自
由
を
侵
害
し
な

い
か
ら
、
例
外
的
に
法
人
が
政
治
献
金
で
き
る
)
、
し
か
も
、
参
政
権
に
つ
ら
な
る
構
成
員
の
投
票
の
自
由
ひ
い
て
は
政
治
的
信
条
の

自
由
は
多
数
決
原
理
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
な
い
構
成
員
の
固
有
権
に
あ
た
る
の
で
あ
っ
て
、
政
治
献
金
を
、
徴
収
決
議
に
基
づ
い
て
団

体
の
構
成
員
か
ら
個
別
に
強
制
徴
収
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
団
体
の
財
産
か
ら
支
出
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、

い
ず
れ
も
構
成
員
の

固
有
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
公
益
法
人
で
あ
ろ
う
と
中
間
法
人
で
あ
ろ
う
と
営
利
法
人
で
あ
ろ
う

と
、
政
治
献
金
は
構
成
員
の
投
票
の
自
由
ひ
い
て
は
政
治
的
信
条
の
自
由
と
い
う
固
有
権
を
侵
害
す
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
法
人
の
目

的
の
範
囲
外
と
な
る
と
解
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
に
関
す
る
厳
格
な
態
度
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
法
人
の
政
治
献
金
は
原
則
と
し
て
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
の
行
為
で
あ
る
と
の
私
見
の
正
当
性
を
基
礎
づ
け
て
み
た
い
と
思
う
。

政治献金と法人の目的の範囲

企
業
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
の
歴
史
的
経
緯

ア
メ
リ
カ
で
は
、

一
八
六
七
年
に
最
初
の
政
治
資
金
の
規
制
立
法
が
制
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
(
在
任
一
八

二
九
1
一
八
三
七
年
)
が
、
選
挙
戦
に
貢
献
し
た
者
を
政
治
的
報
奨
と
し
て
連
邦
公
務
員
に
就
か
せ
る
と
い
う
党
人
任
用
制

(ω
匂
包
宮

∞可

ω
Z
B
)
を
採
用
し
た
が
、
党
人
任
用
制
に
起
因
す
る
行
政
の
非
能
率
及
び
政
治
の
金
権
体
質
は
、
政
治
腐
敗
と
汚
職
を
も
た
ら
し
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た
。
そ
し
て
、
政
治
家
が
公
務
員
に
政
治
献
金
を
要
請
す
る
こ
と
が
常
態
化
し
、

一
八
六

0
年
代
に
は
、
個
々
の
公
務
員
に
献
金
額
を

割
り
当
て
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
至
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
官
職
を
得
る
た
め
に
特
定
の
大
統
領
候
補
者
を
応
援
し
、
大
統
領
に
当
選
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ハ
れ
レ

す
れ
ば
、
官
職
を
与
え
ら
れ
る
見
返
り
に
献
金
を
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
悪
循
環
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
一
八
六
七
年
の
最

初
の
規
制
立
法
で
は
、
「
政
府
の
役
人
又
は
被
用
者
は
、
海
軍
工
廠
（
轟
を
旨
巳
）
の
労
働
者
に
、
政
治
的
目
的
の
た
め
に
金
銭
を

寄
付
し
た
り
支
払
っ
た
り
す
る
よ
う
、
要
求
な
い
し
要
請
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
い
か
な
る
労
働
者
も
、
政
治
的
意
見
の
た
め
に

解
任
さ
れ
た
り
解
雇
さ
れ
た
り
し
な
い
。
そ
し
て
、
本
条
の
規
定
に
違
反
す
る
政
府
の
役
人
や
被
用
者
は
、
合
衆
国
の
公
務
か
ら
解
雇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
む
レ

さ
れ
る
。
」
と
い
う
規
定
が
置
か
れ
た
。
そ
し
て
、
一
八
七
六
年
に
は
、
「
上
院
の
助
言
と
承
認
の
も
と
に
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ

る
場
合
を
除
く
す
べ
て
の
合
衆
国
の
行
政
官
又
は
被
用
者
は
、
政
治
的
目
的
の
た
め
に
、
金
銭
や
土
地
や
他
の
有
価
物
を
、
政
府
の
他

の
役
人
又
は
被
用
者
に
、
要
求
し
た
り
、
与
え
た
り
、
あ
る
い
は
彼
ら
か
ら
受
け
と
っ
た
り
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本

条
の
規
定
に
違
反
す
る
そ
う
し
た
役
人
や
被
用
者
は
、
た
だ
ち
に
合
衆
国
の
公
務
か
ら
解
雇
さ
れ
る
。
し
か
も
、
彼
は
ま
た
軽
罪
の
罪

と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
有
罪
判
決
で
、
五
〇
〇
ド
ル
以
下
の
金
額
で
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
。
」
と
の
規
定
が
置
か
れ
る
に

　
　
パ
お
レ

至
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
さ
ら
に
、
一
八
八
三
年
に
は
、
「
改
正
連
邦
公
務
員
法
」
（
通
称
ペ
ン
ド
ル
ト
ン
法
）
に
よ
り
、
公
務
員
の
任
用
資
格
試
験
に
合
格
し

た
者
の
中
か
ら
専
門
公
務
員
を
任
命
す
る
任
官
試
験
制
度
（
憲
Φ
葺
ω
窃
8
目
）
が
導
入
さ
れ
る
一
方
、
「
要
請
」
と
称
し
て
公
務
員
に

献
金
を
強
制
す
る
脱
法
行
為
が
禁
止
さ
れ
、
公
務
員
に
対
し
て
政
治
家
の
側
か
ら
献
金
を
求
め
る
こ
と
は
す
べ
て
禁
止
さ
れ
た
。
そ
れ

の
み
な
ら
ず
、
公
務
員
が
政
治
献
金
の
た
め
の
寄
付
を
不
特
定
多
数
の
人
か
ら
集
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
、
罰
則
も
五
〇
〇
〇
ド
ル
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
V

下
の
罰
金
又
は
三
年
以
下
の
禁
固
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
と
強
化
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
、
政
治
家
が
公
務
員
か
ら
献
金
を
求
め
る
道
が
た
た
れ
る
と
、
政
治
家
は
そ
の
資
金
の
出
所
を
企
業
に
求
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
一
八
八
三
年
の
規
制
を
境
と
し
て
、
企
業
献
金
の
額
は
そ
れ
ま
で
の
数
倍
に
増
大
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
企
業
献
金
が
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す
れ
ば
、
官
職
を
与
え
ら
れ
る
見
返
り
に
献
金
を
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
悪
循
環
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

一
八
六
七
年
の
最

初
の
規
制
立
法
で
は
、
「
政
府
の
役
人
又
は
被
用
者
は
、
海
軍
工
廠

(
5
4
3
E
)
の
労
働
者
に
、
政
治
的
目
的
の
た
め
に
金
銭
を

説

寄
付
し
た
り
支
払
っ
た
り
す
る
よ
う
、
要
求
な
い
し
要
請
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、

い
か
な
る
労
働
者
も
、
政
治
的
意
見
の
た
め
に

るる、

日冊

解
任
さ
れ
た
り
解
雇
さ
れ
た
り
し
な
い
。
そ
し
て
、
本
条
の
規
定
に
違
反
す
る
政
府
の
役
人
や
被
用
者
は
、
合
衆
国
の
公
務
か
ら
解
雇

さ
れ
る
。
」
と
い
う
規
定
が
置
か
れ
た
。
そ
し
て
、

一
八
七
六
年
に
は
、
「
上
院
の
助
言
と
承
認
の
も
と
に
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ

る
場
合
を
除
く
す
べ
て
の
合
衆
国
の
行
政
官
又
は
被
用
者
は
、
政
治
的
目
的
の
た
め
に
、
金
銭
や
土
地
や
他
の
有
価
物
を
、
政
府
の
他

の
役
人
又
は
被
用
者
に
、
要
求
し
た
り
、
与
え
た
り
、
あ
る
い
は
彼
ら
か
ら
受
け
と
っ
た
り
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本

条
の
規
定
に
違
反
す
る
そ
う
し
た
役
人
や
被
用
者
は
、

た
だ
ち
に
合
衆
国
の
公
務
か
ら
解
雇
さ
れ
る
。
し
か
も
、
彼
は
ま
た
軽
罪
の
罪

至と
つみ
たさな
o さ

れ

そ
れ
に
つ
い
て
の
有
罪
判
決
で
、
五

0
0ド
ル
以
下
の
金
額
で
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
。
」
と
の
規
定
が
置
か
れ
る
に

さ
ら
に
、

一
八
八
三
年
に
は
、
「
改
正
連
邦
公
務
員
法
」
(
通
称
ぺ
ン
ド
ル
ト
ン
法
)

に
よ
り
、
公
務
員
の
任
用
資
格
試
験
に
合
格
し

た
者
の
中
か
ら
専
門
公
務
員
を
任
命
す
る
任
官
試
験
制
度
(
冨

q
p
ω
3
R
B
)
が
導
入
さ
れ
る
一
方
、
「
要
請
」
と
称
し
て
公
務
員
に

献
金
を
強
制
す
る
脱
法
行
為
が
禁
止
さ
れ
、
公
務
員
に
対
し
て
政
治
家
の
側
か
ら
献
金
を
求
め
る
こ
と
は
す
べ
て
禁
止
さ
れ
た
。
そ
れ

の
み
な
ら
ず
、
公
務
員
が
政
治
献
金
の
た
め
の
寄
付
を
不
特
定
多
数
の
人
か
ら
集
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
、
罰
則
も
五

0
0
0ド
ル
以

下
の
罰
金
又
は
三
年
以
下
の
禁
固
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
と
強
化
さ
れ
(
問
。

こ
う
し
て
、
政
治
家
が
公
務
員
か
ら
献
金
を
求
め
る
道
が
た
た
れ
る
と
、
政
治
家
は
そ
の
資
金
の
出
所
を
企
業
に
求
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。

一
八
八
三
年
の
規
制
を
境
と
し
て
、
企
業
献
金
の
額
は
そ
れ
ま
で
の
数
倍
に
増
大
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
企
業
献
金
が



禁
止
さ
れ
る
一
九
〇
七
年
ま
で
の
大
統
領
選
挙
は
、
「
企
業
ま
る
が
か
え
選
挙
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
八
九
六
年

の
選
挙
で
、
共
和
党
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
候
補
陣
営
の
参
謀
マ
ー
ク
・
ハ
ン
ナ
は
、
ア
メ
リ
カ
中
の
巨
大
企
業
か
ら
莫
大

な
政
治
献
金
を
集
め
、
銀
行
や
保
険
会
社
に
対
し
て
は
そ
の
全
資
産
の
○
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
っ
た
工
合
に
献
金
額
を
割
り
当
て

る
こ
と
ま
で
や
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
民
主
党
の
対
立
候
補
ブ
ラ
イ
ア
ン
の
約
五
倍
の
選
挙
資
金
を
集
め
、
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
は
大
統

領
に
当
選
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
〇
四
年
の
選
挙
で
当
選
し
た
共
和
党
の
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
も
、
企
業
献
金
を
か
き
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

め
、
鉄
道
王
ハ
リ
マ
ン
、
鉄
鋼
王
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
カ
ー
ネ
ギ
ー
か
ら
当
時
の
金
で
二
〇
〇
万
ド
ル
も
の
献
金
を
受
け
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
企
業
献
金
に
対
す
る
国
民
の
批
判
が
ま
き
お
こ
り
、
一
九
〇
六
年
の
議
会
に
「
政
治
上
の
選
挙
に
関
し
会
社

が
献
金
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
案
」
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
議
会
の
修
正
を
経
て
一
九
〇
七
年
に
成
立
し
た
こ
の
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ロ
レ

は
、
原
案
提
出
者
の
名
を
冠
し
て
「
テ
ィ
ル
マ
ン
法
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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「
連
邦
免
許
銀
行
又
は
連
邦
議
会
の
法
律
の
権
威
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
会
社
が
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
に
関
し
て
献
金
を
行
う
こ
と

は
、
違
法
で
あ
る
。

　
ま
た
、
い
か
な
る
会
社
で
あ
ろ
う
と
も
、
大
統
領
及
び
副
大
統
領
選
挙
人
又
は
連
邦
議
会
の
下
院
議
員
が
投
票
さ
れ
る
べ
き
選
挙
、

及
び
州
議
会
に
よ
る
合
衆
国
上
院
議
員
の
選
挙
に
関
し
て
献
金
を
行
う
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
し
て
献
金
を
行
う
ど
の
会
社
も
、
五
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
規

定
に
違
反
し
て
会
社
に
よ
る
献
金
に
同
意
し
た
会
社
の
す
べ
て
の
役
員
又
は
取
締
役
は
、
有
罪
判
決
に
お
い
て
裁
判
所
の
判
断
で
、
二

五
〇
ド
ル
以
上
一
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
又
は
一
年
以
下
の
禁
固
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
に
よ
っ
て
罰
せ
ら

禁
止
さ
れ
る
一
九

O
七
年
ま
で
の
大
統
領
選
挙
は
、
「
企
業
ま
る
が
か
え
選
挙
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

一
八
九
六
年

の
選
挙
で
、
共
和
党
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ッ
キ
ン
レ

l
候
補
陣
営
の
参
謀
マ

l
ク
・
ハ
ン
ナ
は
、

ア
メ
リ
カ
中
の
巨
大
企
業
か
ら
莫
大

な
政
治
献
金
を
集
め
、
銀
行
や
保
険
会
社
に
対
し
て
は
そ
の
全
資
産
の

0
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
っ
た
工
合
に
献
金
額
を
割
り
当
て

る
こ
と
ま
で
や
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
民
主
党
の
対
立
候
補
ブ
ラ
イ
ア
ン
の
約
五
倍
の
選
挙
資
金
を
集
め
、

マ
ッ
キ
ン
レ

l
は
大
統

一
九

O
四
年
の
選
挙
で
当
選
し
た
共
和
党
の
セ
オ
ド
ア
・
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
も
、
企
業
献
金
を
か
き
集

め
、
鉄
道
王
ハ
リ
マ
ン
、
鉄
鋼
玉
ア
ン
ド
リ
ュ

l
・
カ
ー
ネ
ギ
ー
か
ら
当
時
の
金
で
二

O
O万
ド
ル
も
の
献
金
を
受
げ
て
い
(
初
。

領
に
当
選
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
企
業
献
金
に
対
す
る
国
民
の
批
判
が
ま
き
お
こ
り
、

一
九

O
六
年
の
議
会
に
「
政
治
上
の
選
挙
に
関
し
会
社

が
献
金
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
案
」
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
議
会
の
修
正
を
経
て
一
九

O
七
年
に
成
立
し
た
こ
の
法
律

は
、
原
案
提
出
者
の
名
を
冠
し
て
「
テ
イ
ル
マ
ン
法
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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「
連
邦
免
許
銀
行
又
は
連
邦
議
会
の
法
律
の
権
威
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
会
社
が
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
に
関
し
て
献
金
を
行
う
こ
と

は
、
違
法
で
あ
る
。

ま
た
、

い
か
な
る
会
社
で
あ
ろ
う
と
も
、
大
統
領
及
び
副
大
統
領
選
挙
人
又
は
連
邦
議
会
の
下
院
議
員
が
投
票
さ
れ
る
べ
き
選
挙
、

及
び
州
議
会
に
よ
る
合
衆
国
上
院
議
員
の
選
挙
に
関
し
て
献
金
を
行
う
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
し
て
献
金
を
行
う
ど
の
会
社
も
、
五

0
0
0ド
ル
以
下
の
罰
金
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
規

定
に
違
反
し
て
会
社
に
よ
る
献
金
に
同
意
し
た
会
社
の
す
べ
て
の
役
員
又
は
取
締
役
は
、
有
罪
判
決
に
お
い
て
裁
判
所
の
判
断
で
、
二

五
0
ド
ル
以
上
一

0
0
0ド
ル
以
下
の
罰
金
又
は
一
年
以
下
の
禁
問
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
に
よ
っ
て
罰
せ
ら



　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
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「
テ
ィ
ル
マ
ン
法
」
の
ね
ら
い
は
、
第
一
に
、
会
社
が
財
政
上
の
寄
付
を
通
じ
て
及
ぽ
す
選
挙
へ
の
影
響
力
を
排
除
す
る
必
要
性
で

あ
り
、
第
二
に
、
会
社
の
役
員
は
そ
の
株
主
の
同
意
な
し
に
会
社
財
産
を
政
党
へ
の
寄
付
に
使
用
す
る
道
徳
上
の
権
利
が
な
い
と
い
う

　
　
　
　
　
パ
リ
レ

感
覚
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
一
九
一
〇
年
に
下
院
議
員
選
挙
に
関
す
る
公
開
法
が
制
定
さ
れ
、
一
九
一
一
年
に
は
同
法
を
改
正
し
、
上
院
議
員
選
挙
及

び
本
選
挙
の
み
な
ら
ず
候
補
者
指
名
に
ま
で
公
開
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
一
方
、
指
名
か
ら
本
選
挙
に
向
け
て
候
補
者
が
支
出
で

き
る
総
額
の
上
限
が
制
限
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
集
大
成
し
た
一
九
二
五
年
の
「
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
」
は
、
以

下
の
よ
う
に
企
業
献
金
禁
止
の
原
則
を
維
持
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
第
三
二
二
条
　
連
邦
免
許
銀
行
又
は
連
邦
議
会
の
法
律
の
権
威
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
会
社
が
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
に
関
し
て
寄
付

を
行
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
会
社
で
あ
ろ
う
と
も
、
大
統
領
及
び
副
大
統
領
選
挙
人
又
は
連
邦
議
会
の
上
院
議
員
も
し
く
は

下
院
議
員
又
は
連
邦
議
会
へ
の
准
州
代
表
も
し
く
は
駐
在
弁
務
官
が
投
票
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
選
挙
に
関
し
て
寄
付
を
行
う
こ

と
、
又
は
候
補
者
、
政
治
委
員
会
も
し
く
は
そ
の
他
の
者
が
本
条
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
た
寄
付
を
受
諾
し
も
し
く
は
受
領
す
る
こ
と
は
、

違
法
で
あ
る
。

　
本
条
に
違
反
し
て
寄
付
を
す
る
ど
の
会
社
も
、
五
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
を
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
本
条
に
違
反
し
て

会
社
に
よ
る
寄
付
に
同
意
し
た
会
社
の
す
べ
て
の
役
員
又
は
取
締
役
は
、
一
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
又
は
一
年
以
下
の
禁
固
、
あ
る
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れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

説

「
テ
イ
ル
マ
ン
法
」
の
ね
ら
い
は
、
第
一
に
、
会
社
が
財
政
上
の
寄
付
を
通
じ
て
及
ぼ
す
選
挙
へ
の
影
響
力
を
排
除
す
る
必
要
性
で

三ム
旨冊

あ
り
、
第
二
に
、
会
社
の
役
員
は
そ
の
株
主
の
同
意
な
し
に
会
社
財
産
を
政
党
へ
の
寄
付
に
使
用
す
る
道
徳
上
の
権
利
が
な
い
と
い
う

感
覚
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、

一
九
一

O
年
に
下
院
議
員
選
挙
に
関
す
る
公
開
法
が
制
定
さ
れ
、

一
九
一
一
年
に
は
同
法
を
改
正
し
、
上
院
議
員
選
挙
及

び
本
選
挙
の
み
な
ら
ず
候
補
者
指
名
に
ま
で
公
開
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
一
方
、
指
名
か
ら
本
選
挙
に
向
け
て
候
補
者
が
支
出
で

き
る
総
額
の
上
限
が
制
限
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
集
大
成
し
た
一
九
二
五
年
の
「
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
」
は
、
以

下
の
よ
う
に
企
業
献
金
禁
止
の
原
則
を
維
持
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
第
三
一
三
条

連
邦
免
許
銀
行
又
は
連
邦
議
会
の
法
律
の
権
威
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
会
社
が
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
に
関
し
て
寄
付

を
行
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、

い
か
な
る
会
社
で
あ
ろ
う
と
も
、
大
統
領
及
び
副
大
統
領
選
挙
人
又
は
連
邦
議
会
の
上
院
議
員
も
し
く
は

下
院
議
員
又
は
連
邦
議
会
へ
の
准
州
代
表
も
し
く
は
駐
在
弁
務
官
が
投
票
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
選
挙
に
関
し
て
寄
付
を
行
う
こ

と
、
又
は
候
補
者
、
政
治
委
員
会
も
し
く
は
そ
の
他
の
者
が
本
条
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
た
寄
付
を
受
諾
し
も
し
く
は
受
領
す
る
こ
と
は
、

違
法
で
あ
る
。

本
条
に
違
反
し
て
寄
付
を
す
る
ど
の
会
社
も
、
五

0
0
0ド
ル
以
下
の
罰
金
を
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
本
条
に
違
反
し
て

会
社
に
よ
る
寄
付
に
同
意
し
た
会
社
の
す
べ
て
の
役
員
又
は
取
締
役
は
、

一
0
0
0ド
ル
以
下
の
罰
金
又
は
一
年
以
下
の
禁
園
、
あ
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
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こ
の
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
は
、
候
補
者
や
政
治
委
員
会
が
寄
付
を
受
諾
し
も
し
く
は
受
領
す
る
こ
と
も
違
法
と
し
て
、
抜
道
を
ふ

さ
い
で
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

　
他
方
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
の
禁
止
も
、
大
統
領
選
挙
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
国
民
の
批
判
を
契
機
と
し
て
実
現
さ
れ
る
に
至
る
。

大
統
領
選
挙
を
共
和
党
は
大
企
業
か
ら
の
政
治
献
金
で
戦
っ
た
が
、
民
主
党
は
労
働
組
合
か
ら
の
政
治
献
金
を
主
要
な
資
金
源
と
し
て

戦
っ
た
。
た
と
え
ば
、
】
九
三
六
年
の
大
統
領
選
挙
で
、
再
選
を
め
ざ
す
民
主
党
の
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
対
し
て
、
ア

メ
リ
カ
鉱
山
労
働
組
合
（
d
巳
8
血
鼠
冒
o
≦
o
詩
Φ
邑
か
ら
四
六
万
九
〇
〇
〇
ド
ル
が
献
金
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
総
額
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

七
万
ド
ル
に
の
ぽ
る
労
働
組
合
の
献
金
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
組
合
は
労
働
者
の
経
済
上
の
地
位
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
そ
の
た
め
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
す
る
必
要
も
あ
り
、
組
合
費
を
と
っ
て
お
る
の
だ
か
ら
、
よ
け
い
な
も
の
に
金
を
使
う
と
、
争
議
資

金
が
な
く
な
っ
て
き
た
り
し
て
、
使
用
者
と
の
関
係
で
、
そ
の
地
位
を
高
め
る
の
に
不
都
合
を
生
ず
る
し
、
ま
た
、
組
合
員
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

共
済
資
金
も
な
く
な
っ
て
く
る
。
」
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
も
批
判
を
受
け
や
が
て
禁
止
さ
れ
る
に
至
る
。

　
も
っ
と
も
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
は
、
企
業
献
金
の
場
合
と
異
な
り
、
「
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
禁
止
す
る
法
」
と
い
っ
た
も

の
が
つ
く
ら
れ
て
禁
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
戦
時
」
を
口
実
に
労
働
運
動
全
体
を
抑
制
す
る
目
的
で
一
九
四
三
年
に
制
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

た
「
戦
時
労
働
争
議
法
」
（
通
称
ス
ミ
ス
・
コ
ナ
リ
ー
法
）
に
よ
っ
て
政
治
献
金
の
禁
止
が
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
同
法

は
、
第
二
次
大
戦
中
に
限
っ
て
禁
止
さ
れ
た
も
の
で
、
「
選
挙
」
に
関
す
る
「
寄
付
」
を
禁
止
し
た
に
す
ぎ
ず
、
「
指
名
過
程
」
や
選
挙

に
関
す
る
「
支
出
」
ま
で
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ

こ
の
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
は
、
候
補
者
や
政
治
委
員
会
が
寄
付
を
受
諾
し
も
し
く
は
受
領
す
る
こ
と
も
違
法
と
し
て
、
抜
道
を
ふ

さ
い
で
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

他
方
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
の
禁
止
も
、
大
統
領
選
挙
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
国
民
の
批
判
を
契
機
と
し
て
実
現
さ
れ
る
に
至
る
。

大
統
領
選
挙
を
共
和
党
は
大
企
業
か
ら
の
政
治
献
金
で
戦
っ
た
が
、
民
主
党
は
労
働
組
合
か
ら
の
政
治
献
金
を
主
要
な
資
金
源
と
し
て

戦
っ
た
。
た
と
え
ば
、

一
九
三
六
年
の
大
統
領
選
挙
で
、
再
選
を
め
ざ
す
民
主
党
の
ブ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
に
対
し
て
、

ア

メ
リ
カ
鉱
山
労
働
組
合

(
d
E
Z己
宮
山
口
。
君
。
長
Rω)
か
ら
四
六
万
九

0
0
0ド
ル
が
献
金
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
総
額
七

七
万
ド
ル
に
の
ぼ
る
労
働
組
合
の
献
金
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
組
合
は
労
働
者
の
経
済
上
の
地
位
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
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し
、
そ
の
た
め
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
す
る
必
要
も
あ
り
、
組
合
費
を
と
っ
て
お
る
の
だ
か
ら
、

よ
け
い
な
も
の
に
金
を
使
う
と
、
争
議
資

金
が
な
く
な
っ
て
き
た
り
し
て
、
使
用
者
と
の
関
係
で
、
そ
の
地
位
を
高
め
る
の
に
不
都
合
を
生
ず
る
し
、
ま
た
、
組
合
員
の
た
め
の

共
済
資
金
も
な
く
な
っ
て
く
(
的
。
」
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
も
批
判
を
受
け
や
が
て
禁
止
さ
れ
る
に
至
る
。

も
っ
と
も
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
は
、
企
業
献
金
の
場
合
と
異
な
り
、
「
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
禁
止
す
る
法
」
と
い
っ
た
も

の
が
つ
く
ら
れ
て
禁
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
戦
時
」
を
口
実
に
労
働
運
動
全
体
を
抑
制
す
る
目
的
で
一
九
四
三
年
に
制
定
さ
れ

た
「
戦
時
労
働
争
議
法
」
(
通
称
ス
ミ
ス
・
コ
ナ
リ

1
法
)
に
よ
っ
て
政
治
献
金
の
禁
止
が
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
同
法
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は
、
第
二
次
大
戦
中
に
限
っ
て
禁
止
さ
れ
た
も
の
で
、
「
選
挙
」
に
関
す
る
「
寄
付
」
を
禁
止
し
た
に
す
ぎ
ず
、
「
指
名
過
程
」
や
選
挙

に
関
す
る
「
支
出
」
ま
で
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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そ
し
て
、
こ
の
ス
ミ
ス
・
コ
ナ
リ
i
法
に
よ
る
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
が
、
戦
後
、
一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
「
連
邦
労
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

関
係
法
」
（
通
称
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
ー
法
）
に
、
規
制
を
強
化
し
た
形
で
引
き
継
が
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
臨
時
的
な
労
働
運
動
の

制
限
措
置
が
強
化
さ
れ
、
恒
常
的
措
置
と
さ
れ
る
一
方
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
が
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ョ
ッ
プ
の
禁
止
、
組
合

に
よ
る
不
当
労
働
行
為
の
新
設
、
全
国
的
緊
急
事
態
を
発
生
さ
せ
る
同
盟
罷
業
の
停
止
措
置
な
ど
を
内
容
と
す
る
労
働
組
合
の
弾
圧
措

置
と
同
じ
「
器
」
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
第
三
〇
四
条
　
一
九
二
五
年
の
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
の
第
三
一
三
条
は
、
次
の
よ
う
に
読
み
か
え
る
。

　
連
邦
免
許
銀
行
又
は
連
邦
議
会
の
法
律
の
権
威
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
会
社
が
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
に
関
し
て
又
は
政
治
的
公
職
の

候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
開
催
さ
れ
る
予
備
選
挙
、
政
党
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し
て
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
う
こ
と
、
あ
る

い
は
、
い
か
な
る
会
社
で
あ
ろ
う
と
、
い
か
な
る
労
働
団
体
で
あ
ろ
う
と
、
大
統
領
及
び
副
大
統
領
選
挙
人
又
は
連
邦
議
会
の
上
院
議

員
も
し
く
は
下
院
議
員
又
は
連
邦
議
会
へ
の
准
州
代
表
も
し
く
は
駐
在
弁
務
官
が
投
票
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
選
挙
に
関
し
て
、

又
は
前
述
し
た
公
職
の
い
ず
れ
か
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
開
催
さ
れ
る
予
備
選
挙
又
は
政
党
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し

て
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
う
こ
と
、
又
は
候
補
者
、
政
治
委
員
会
も
し
く
は
そ
の
他
の
者
が
本
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
寄
付
を
受
諾
し

も
し
く
は
受
領
す
る
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
。

　
本
条
に
違
反
し
て
寄
付
又
は
支
出
を
す
る
会
社
や
労
働
団
体
は
す
べ
て
、
五
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
を
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
本
条
に
違
反
し
て
会
社
又
は
労
働
団
体
に
よ
る
寄
付
又
は
支
出
に
同
意
し
た
会
社
の
役
員
又
は
取
締
役
あ
る
い
は
労
働
団
体
の

役
員
は
す
べ
て
、
事
情
次
第
で
は
一
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
又
は
一
年
以
下
の
禁
固
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科
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そ
し
て
、
こ
の
ス
ミ
ス
・
コ
ナ
リ
l
法
に
よ
る
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
が
、
戦
後
、

(M) 

関
係
法
」
(
通
称
タ
フ
ト
・
ハ

l
ト
レ
!
法
)
に
、
規
制
を
強
化
し
た
形
で
引
き
継
が
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
臨
時
的
な
労
働
運
動
の

一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
「
連
邦
労
使

説

制
限
措
置
が
強
化
さ
れ
、
恒
常
的
措
置
と
さ
れ
る
一
方
、
労
働
組
合
の
政
治
献
金
禁
止
が
、

ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ョ
ッ
プ
の
禁
止
、
組
合

論

に
よ
る
不
当
労
働
行
為
の
新
設
、
全
国
的
緊
急
事
態
を
発
生
さ
せ
る
同
盟
罷
業
の
停
止
措
置
な
ど
を
内
容
と
す
る
労
働
組
合
の
弾
圧
措

置
と
同
じ
「
器
」
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
第
三

O
四
条

一
九
二
五
年
の
連
邦
腐
敗
行
為
防
止
法
の
第
三
二
ニ
条
は
、
次
の
よ
う
に
読
み
か
え
る
。

連
邦
免
許
銀
行
又
は
連
邦
議
会
の
法
律
の
権
威
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
会
社
が
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
に
関
し
て
又
は
政
治
的
公
職
の

候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
開
催
さ
れ
る
予
備
選
挙
、
政
党
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し
て
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
う
こ
と
、
あ
る

、A
Y

T
弘
、

B
V
ト

ι

い
か
な
る
会
社
で
あ
ろ
う
と
、

い
か
な
る
労
働
団
体
で
あ
ろ
う
と
、
大
統
領
及
び
副
大
統
領
選
挙
人
又
は
連
邦
議
会
の
上
院
議

員
も
し
く
は
下
院
議
員
又
は
連
邦
議
会
へ
の
准
州
代
表
も
し
く
は
駐
在
弁
務
官
が
投
票
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
選
挙
に
関
し
て
、

又
は
前
述
し
た
公
職
の
い
ず
れ
か
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
開
催
さ
れ
る
予
備
選
挙
又
は
政
党
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し

て
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
う
こ
と
、
又
は
候
補
者
、
政
治
委
員
会
も
し
く
は
そ
の
他
の
者
が
本
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
寄
付
を
受
諾
し

も
し
く
は
受
領
す
る
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
。

本
条
に
違
反
し
て
寄
付
又
は
支
出
を
す
る
会
社
や
労
働
団
体
は
す
べ
て
、
五

0
0
0ド
ル
以
下
の
罰
金
を
一
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
本
条
に
違
反
し
て
会
社
又
は
労
働
団
体
に
よ
る
寄
付
文
は
支
出
に
同
意
し
た
会
社
の
役
員
又
は
取
締
役
あ
る
い
は
労
働
団
体
の

役
員
は
す
べ
て
、
事
情
次
第
で
は
一

0
0
0ド
ル
以
下
の
罰
金
又
は
一
年
以
下
の
禁
園
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
罰
金
と
禁
固
の
併
科



に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
条
の
目
的
の
た
め
に
、
『
労
働
団
体
』
と
は
、
被
雇
用
者
が
参
加
し
、
か
つ
、
苦
情
、
労
働

争
議
、
賃
金
、
賃
金
率
、
就
業
時
間
又
は
労
働
条
件
な
ど
に
関
し
雇
用
主
と
交
渉
す
る
こ
と
を
目
的
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
存
在
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

る
、
な
ん
ら
か
の
種
類
の
組
織
、
機
関
も
し
く
は
被
雇
用
者
代
表
委
員
会
、
又
は
計
画
を
い
う
も
の
と
す
る
。
」
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連
邦
免
許
銀
行
、
会
社
、
労
働
組
合
は
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
行
わ

れ
る
予
備
選
挙
、
政
党
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し
て
ま
で
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
そ
し
て
、
一
九
七
一
年
に
至
る
と
、
「
連
邦
選
挙
運
動
法
」
が
制
定
さ
れ
、
従
来
の
寄
付
制
限
及
び
支
出
制
限
を
廃
止
す
る
一
方
、

候
補
者
に
選
挙
運
動
寄
付
と
支
出
の
公
開
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
、
脱
法
行
為
的
な
企
業
・
労
組
献
金
に
厳
し
い
規
制
が
な
さ
れ
る
に

至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
律
の
制
定
前
に
は
、
企
業
は
、
従
業
員
に
、
企
業
の
指
定
す
る
政
党
・
政
治
家
へ
の
「
個
人
献
金
」
を

行
わ
せ
る
た
め
に
、
表
向
き
の
「
昇
給
」
や
「
ボ
ー
ナ
ス
支
給
」
を
行
っ
た
り
、
文
房
具
・
家
具
・
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
・
飲
料
水
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
の
レ

車
・
飛
行
機
・
事
務
所
に
至
る
ま
で
、
会
社
の
商
品
・
備
品
・
施
設
を
選
挙
の
た
め
に
自
由
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
労
働
組
合
に
つ
い
て
も
、
有
権
者
台
帳
へ
の
登
録
運
動
、
投
票
狩
出
運
動
等
の
経
費
を
「
教
宣
活
動
費
」
の
名
目
で
労
働
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぬ
レ

基
金
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
政
党
に
お
い
て
も
、
自
ら
小
冊
子
を
発
行
し
、
そ
の
「
広
告
料
」
名
目
で
献

　
　
　
　
　
　
パ
め
レ

金
を
集
め
て
い
た
。
し
か
し
、
「
連
邦
選
挙
運
動
法
」
の
制
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
企
業
・
労
組
献
金
と
み
な
さ
れ
て
禁
止
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
法
律
に
よ
り
、
企
業
や
労
働
組
合
が
「
政
治
的
目
的
に
使
用
さ
れ
る
個
別
の
分
離
基
金
」
す

な
わ
ち
P
A
C
（
｝
o
一
往
8
一
＞
鼠
9
0
0
B
目
葺
8
）
と
呼
ば
れ
る
政
治
行
動
委
員
会
を
設
立
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
一
定
額

の
寄
付
を
行
う
こ
と
や
、
企
業
や
労
働
組
合
が
超
党
派
の
投
票
動
員
の
た
め
の
費
用
を
支
出
し
た
り
、
企
業
が
株
主
と
そ
の
家
族
に
対

に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
条
の
目
的
の
た
め
に
、
『
労
働
団
体
』
と
は
、
被
一
雇
用
者
が
参
加
し
、

か
っ
、
苦
情
、
労
働

争
議
、
賃
金
、
賃
金
率
、
就
業
時
間
又
は
労
働
条
件
な
ど
に
関
し
雇
用
主
と
交
渉
す
る
こ
と
を
目
的
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
存
在
す

る
、
な
ん
ら
か
の
種
類
の
組
織
、
機
関
も
し
く
は
被
雇
用
者
代
表
委
員
会
、
又
は
計
画
を
い
う
も
の
と
す
る
。
」

連
邦
免
許
銀
行
、
会
社
、
労
働
組
合
は
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
行
わ

れ
る
予
備
選
挙
、
政
党
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し
て
ま
で
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

一
九
七
一
年
に
至
る
と
、
「
連
邦
選
挙
運
動
法
」
が
制
定
さ
れ
、
従
来
の
寄
付
制
限
及
び
支
出
制
限
を
廃
止
す
る
一
方
、

そ
し
て
、

候
補
者
に
選
挙
運
動
寄
付
と
支
出
の
公
開
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
、
脱
法
行
為
的
な
企
業
・
労
組
献
金
に
厳
し
い
規
制
が
な
さ
れ
る
に

至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
律
の
制
定
前
に
は
、
企
業
は
、
従
業
員
に
、
企
業
の
指
定
す
る
政
党
・
政
治
家
へ
の
「
個
人
献
金
」
を
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行
わ
せ
る
た
め
に
、
表
向
き
の
「
昇
給
」
や
「
ボ
ー
ナ
ス
支
給
」
を
行
っ
た
り
、
文
房
具
・
家
具
・
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
・
飲
料
水
・

車
・
飛
行
機
・
事
務
所
に
至
る
ま
で
、
会
社
の
商
品
・
備
品
・
施
設
を
選
挙
の
た
め
に
自
由
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
労
働
組
合
に
つ
い
て
も
、
有
権
者
台
帳
へ
の
登
録
運
動
、
投
票
狩
出
運
動
等
の
経
費
を
「
教
宣
活
動
費
」
の
名
目
で
労
働
組
合

基
金
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
的
。
さ
ら
に
、
政
党
に
お
い
て
も
、
自
ら
小
冊
子
を
発
行
し
、
そ
の
「
広
告
料
」
名
目
で
献

金
を
集
め
て
い
(
問
。
し
か
し
、
「
連
邦
選
挙
運
動
法
」
の
制
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
企
業
・
労
組
献
金
と
み
な
さ
れ
て
禁
止
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
法
律
に
よ
り
、
企
業
や
労
働
組
合
が
「
政
治
的
目
的
に
使
用
さ
れ
る
個
別
の
分
離
基
金
」
す
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な
わ
ち

P
A
C
(
句
。
ロ
片
付
包
〉
丘
町
。
口
。
。

B
B目立
0
0
)

と
呼
ば
れ
る
政
治
行
動
委
員
会
を
設
立
す
る
こ
と
を
認
め
、

そ
こ
か
ら
一
定
額

の
寄
付
を
行
う
こ
と
や
、
企
業
や
労
働
組
合
が
超
党
派
の
投
票
動
員
の
た
め
の
費
用
を
支
出
し
た
り
、
企
業
が
株
主
と
そ
の
家
族
に
対
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し
て
又
は
労
働
組
合
が
組
合
員
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
行
う
超
党
派
の
登
録
運
動
を
行
う
こ
と
は
合
法
と
さ
れ
た
。
こ
の
P
A
C
の
行

う
政
治
献
金
は
、
ア
メ
リ
カ
で
認
め
ら
れ
る
唯
一
の
団
体
献
金
で
あ
る
が
、
企
業
・
労
働
組
合
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
P
A
C
を

設
立
す
る
こ
と
と
、
そ
の
運
営
費
を
負
担
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
実
質
は
P
A
C
が
集
め
る
個
人
献
金
で
あ
る
。
企
業
・
労
組
献
金

に
関
す
る
第
二
〇
五
条
の
内
容
を
引
用
す
る
。

「
第
二
〇
五
条
連
邦
免
許
銀
行
、
会
社
も
し
く
は
労
働
団
体
に
よ
る
寄
付
も
し
く
は
支
出
に
関
す
る
合
衆
国
法
典
第
一
八
篇
第
六
一

〇
条
は
、
そ
の
末
尾
に
次
の
一
節
を
加
え
る
修
正
が
な
さ
れ
る
。

　
『
本
条
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
場
合
、
“
寄
付
も
し
く
は
支
出
”
の
用
語
は
、
本
条
に
あ
げ
ら
れ
た
公
職
の
い
ず
れ
か
の
選
挙
に
関

連
す
る
候
補
者
、
選
挙
運
動
委
員
会
（
S
琶
冨
蒔
昌
8
目
旨
辞
8
）
又
は
政
党
も
し
く
は
政
治
団
体
に
対
す
る
金
銭
、
サ
ー
ビ
ス
、
有

価
物
の
直
接
も
し
く
は
間
接
の
支
払
い
、
配
分
、
貸
し
付
け
、
立
て
替
え
金
、
預
け
入
れ
も
し
く
は
贈
与
（
連
邦
免
許
銀
行
又
は
州
免

許
銀
行
に
よ
り
、
適
用
可
能
な
銀
行
関
係
諸
法
及
び
諸
規
程
に
従
い
、
通
常
の
業
務
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
金
銭
の
貸
し
付
け
を
除

く
）
を
含
む
も
の
と
す
る
が
、
い
か
な
る
事
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
会
社
に
よ
る
そ
の
株
主
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
通
信

並
び
に
労
働
団
体
に
よ
る
そ
の
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
通
信
を
含
ま
な
い
し
、
ま
た
、
会
社
に
よ
り
そ
の
株
主
及
び
そ
の
家

族
に
向
け
ら
れ
る
超
党
派
（
9
月
貰
冴
き
）
の
登
録
（
お
臨
ω
嘗
豊
自
）
及
び
投
票
狩
出
（
鴨
8
暮
－
夢
①
－
＜
0
8
）
の
運
動
並
び
に
労

働
団
体
に
よ
り
そ
の
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
に
向
け
ら
れ
る
超
党
派
の
登
録
及
び
投
票
狩
出
の
運
動
を
含
ま
な
い
し
、
さ
ら
に
は
会
社

も
し
く
は
労
働
団
体
に
よ
り
政
治
的
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
個
別
の
分
離
基
金
（
ω
8
9
。
轟
S
器
鷺
畠
簿
＆
注
＆
）
の
設
立
、
管

理
及
び
寄
付
の
勧
誘
を
含
ま
な
い
。
但
し
、
当
該
基
金
の
た
め
に
、
物
理
的
暴
力
、
仕
事
の
差
別
待
遇
、
財
政
的
報
復
又
は
こ
れ
ら
の
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し
て
又
は
労
働
組
合
が
組
合
員
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
行
う
超
党
派
の
登
録
運
動
を
行
う
こ
と
は
合
法
と
さ
れ
た
。
こ
の

P
A
C
の
行

う
政
治
献
金
は
、

ア
メ
リ
カ
で
認
め
ら
れ
る
唯
一
の
団
体
献
金
で
あ
る
が
、
企
業
・
労
働
組
合
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

P
A
C
を

説

設
立
す
る
こ
と
と
、
そ
の
運
営
費
を
負
担
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
実
質
は
P
A
C
が
集
め
る
個
人
献
金
で
あ
る
。
企
業
・
労
組
献
金

るA、
面岡

に
関
す
る
第
二

O
五
条
の
内
容
を
引
用
す
る
。

「
第
二

O
五
条

連
邦
免
許
銀
行
、
会
社
も
し
く
は
労
働
団
体
に
よ
る
寄
付
も
し
く
は
支
出
に
関
す
る
合
衆
国
法
典
第
一
八
篇
第
六
一

O
条
は
、

そ
の
末
尾
に
次
の
一
節
を
加
え
る
修
正
が
な
さ
れ
る
。

『
本
条
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
場
合
、

P

寄
付
も
し
く
は
支
出
4

の
用
語
は
、
本
条
に
あ
げ
ら
れ
た
公
職
の
い
ず
れ
か
の
選
挙
に
関

連
す
る
候
補
者
、
選
挙
運
動
委
員
会

(
3
5
志
向
m
D
8
5
5宮
2)
又
は
政
党
も
し
く
は
政
治
団
体
に
対
す
る
金
銭
、

サ
ー
ビ
ス
、
有

価
物
の
直
接
も
し
く
は
間
接
の
支
払
い
、
配
分
、
貸
し
付
け
、
立
て
替
え
金
、
預
け
入
れ
も
し
く
は
贈
与
(
連
邦
免
許
銀
行
又
は
州
免

許
銀
行
に
よ
り
、
適
用
可
能
な
銀
行
関
係
諸
法
及
び
諸
規
程
に
従
い
、
通
常
の
業
務
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
金
銭
の
貸
し
付
け
を
除

く
)
を
含
む
も
の
と
す
る
が
、

い
か
な
る
事
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
会
社
に
よ
る
そ
の
株
主
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
通
信

並
び
に
労
働
団
体
に
よ
る
そ
の
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
通
信
を
含
ま
な
い
し
、

ま
た
、
会
社
に
よ
り
そ
の
株
主
及
び
そ
の
家

族
に
向
け
ら
れ
る
超
党
派
(
口
。
ロ

3
E
gロ)
の
登
録
(
円
高
町
可
丘
町
。
ロ
)
及
び
投
票
狩
出
(
向
丘
。
三
l
p
o
l
〈
。
芯
)

の
運
動
並
び
に
労

働
団
体
に
よ
り
そ
の
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
に
向
け
ら
れ
る
超
党
派
の
登
録
及
び
投
票
狩
出
の
運
動
を
含
ま
な
い
し
、

さ
ら
に
は
会
社

も
し
く
は
労
働
団
体
に
よ
り
政
治
的
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
個
別
の
分
離
基
金

2
0
3
5
z
g
m
B
m巳
a
p
E
)
の
設
立
、
管

理
及
び
寄
付
の
勧
誘
を
含
ま
な
い
。
但
し
、
当
該
基
金
の
た
め
に
、
物
理
的
暴
力
、
仕
事
の
差
別
待
遇
、
財
政
的
報
復
又
は
こ
れ
ら
の



脅
迫
に
よ
り
手
に
入
れ
ら
れ
た
金
銭
も
し
く
は
有
価
物
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
労
働
団
体

の
構
成
員
と
な
る
こ
と
の
条
件
と
し
て
も
し
く
は
雇
用
の
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
賦
課
金
、
会
費
そ
の
他
の
金
銭
に
よ
り
寄
付
や
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

出
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
商
取
引
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
金
銭
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行
う
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
と
す
る
。
』
」
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（
3
1
）

　
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
が
起
き
た
直
後
の
一
九
七
四
年
、
「
連
邦
選
挙
運
動
法
」
が
改
正
さ
れ
、
一
九
七
一
年
法
で
廃
止
し
た
寄

付
制
限
と
支
出
制
限
を
復
活
さ
せ
る
一
方
、
選
挙
運
動
資
金
を
監
視
す
る
独
立
の
超
党
派
的
な
連
邦
選
挙
委
員
会
（
勾
a
R
巴
　
田
8
－

江
2
0
0
ヨ
邑
塗
9
）
を
創
設
し
た
。
そ
し
て
、
個
人
献
金
の
明
朗
化
を
図
り
政
治
家
の
収
支
公
開
規
定
を
整
備
す
る
一
方
、
企
業
や

労
働
組
合
が
設
立
す
る
P
A
C
か
ら
政
党
・
政
治
家
に
な
さ
れ
る
政
治
献
金
に
つ
い
て
、
連
邦
政
府
と
契
約
関
係
の
な
い
企
業
、
労
働

組
合
の
設
立
す
る
P
A
C
か
ら
の
も
の
は
無
条
件
に
合
法
的
な
も
の
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
会
社
又
は
労
働
団
体
の
政
治
基
金
に
関
す

る
第
一
〇
三
条
の
内
容
を
引
用
す
る
。

「
第
一
〇
三
条
合
衆
国
と
契
約
関
係
に
あ
る
会
社
又
は
個
人
に
よ
る
寄
付
に
関
す
る
合
衆
国
法
典
第
一
八
篇
第
六
一
一
条
は
、
そ
の

末
尾
に
次
の
新
し
い
節
を
加
え
る
修
正
が
な
さ
れ
る
。

　
『
本
条
は
、
連
邦
公
職
の
候
補
者
指
名
も
し
く
は
本
選
挙
に
影
響
を
与
え
る
目
的
で
、
会
社
や
労
働
団
体
に
よ
る
個
別
の
分
離
基
金

（
ω
Φ
冨
轟
5
器
鷺
農
簿
a
甘
民
）
を
設
立
し
た
り
、
管
理
し
た
り
あ
る
い
は
そ
の
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
す
る
こ
と
を
、
禁
止
し
も

し
く
は
違
法
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
本
篇
第
六
一
〇
条
の
規
定
が
、
そ
う
し
た
基
金
を
設
立
し
た
り
、
管
理
し
た
り
あ
る

い
は
そ
う
し
た
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
す
る
こ
と
を
、
禁
止
し
た
り
又
は
違
法
と
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

脅
迫
に
よ
り
手
に
入
れ
ら
れ
た
金
銭
も
し
く
は
有
価
物
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
労
働
団
体

の
構
成
員
と
な
る
こ
と
の
条
件
と
し
て
も
し
く
は
雇
用
の
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
賦
課
金
、
会
費
そ
の
他
の
金
銭
に
よ
り
寄
付
や
支

出
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
商
取
引
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
金
銭
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行
う
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
と
す
る
。
』
」

ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
l
ト
事
件
が
起
き
た
直
後
の
一
九
七
四
年
、
「
連
邦
選
挙
運
動
法
」
が
改
正
さ
れ
、

一
九
七
一
年
法
で
廃
止
し
た
寄

付
制
限
と
支
出
制
限
を
復
活
さ
せ
る
一
方
、
選
挙
運
動
資
金
を
監
視
す
る
独
立
の
超
党
派
的
な
連
邦
選
挙
委
員
会
(
司
包
R
巳

同
町
中

民()ロ

(U055-a-。
ロ
)
を
創
設
し
た
。
そ
し
て
、
個
人
献
金
の
明
朗
化
を
図
り
政
治
家
の
収
支
公
開
規
定
を
整
備
す
る
一
方
、
企
業
や

労
働
組
合
が
設
立
す
る
P
A
C
か
ら
政
党
・
政
治
家
に
な
さ
れ
る
政
治
献
金
に
つ
い
て
、
連
邦
政
府
と
契
約
関
係
の
な
い
企
業
、
労
働

組
合
の
設
立
す
る
P
A
C
か
ら
の
も
の
は
無
条
件
に
合
法
的
な
も
の
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
会
社
又
は
労
働
団
体
の
政
治
基
金
に
関
す

政治献金と法人の目的の範囲

る
第
一

O
三
条
の
内
容
を
引
用
す
る
。

「第一

O
三
条

合
衆
国
と
契
約
関
係
に
あ
る
会
社
又
は
個
人
に
よ
る
寄
付
に
関
す
る
合
衆
国
法
典
第
一
八
篇
第
六
一
一
条
は
、

そ
の

末
尾
に
次
の
新
し
い
節
を
加
え
る
修
正
が
な
さ
れ
る
。

『
本
条
は
、
連
邦
公
職
の
候
補
者
指
名
も
し
く
は
本
選
挙
に
影
響
を
与
え
る
目
的
で
、
会
社
や
労
働
団
体
に
よ
る
個
別
の
分
離
基
金

(ω8m凶

E
Z
Z唱
。
向
山
門

a
p口
弘
)
を
設
立
し
た
り
、
管
理
し
た
り
あ
る
い
は
そ
の
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
す
る
こ
と
を
、
禁
止
し
も
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し
く
は
違
法
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
本
篇
第
六
一

O
条
の
規
定
が
、
そ
う
し
た
基
金
を
設
立
し
た
り
、
管
理
し
た
り
あ
る

い
は
そ
う
し
た
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
す
る
こ
と
を
、
禁
止
し
た
り
又
は
違
法
と
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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本
条
の
目
的
の
た
め
に
、

　
　
　
　
　
（
3
2
）

る
も
の
と
す
る
。
』
」

”
労
働
団
体
”
と
い
う
用
語
は
、
本
篇
第
六
一
〇
条
に
よ
り
そ
の
用
語
に
与
え
ら
れ
た
意
味
を
有
し
て
い

　
な
お
、
連
邦
免
許
銀
行
、
会
社
も
し
く
は
労
働
団
体
に
よ
る
寄
付
も
し
く
は
支
出
を
禁
ず
る
連
邦
規
定
の
違
反
に
対
す
る
罰
則
も
定

め
る
合
衆
国
法
典
第
一
八
篇
第
六
一
〇
条
の
罰
金
額
も
、
「
五
〇
〇
〇
ド
ル
」
は
コ
一
万
五
〇
〇
〇
ド
ル
」
に
、
ま
た
、
コ
万
ド
ル
」

は
「
五
万
ド
ル
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
さ
ら
に
、
選
挙
運
動
費
の
支
出
制
限
を
違
憲
と
し
た
一
九
七
六
年
一
月
三
〇
日
の
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
判
決
を
受
け
て
、
】
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）

七
六
年
五
月
一
一
日
に
「
連
邦
選
挙
運
動
法
」
が
改
正
さ
れ
た
。
同
改
正
に
お
い
て
、
大
統
領
選
挙
で
公
的
資
金
援
助
を
受
け
て
い
る

候
補
者
を
除
い
て
支
出
制
限
を
撤
廃
し
、
連
邦
選
挙
委
員
会
（
男
a
R
巴
固
9
識
9
0
0
ヨ
ヨ
一
隆
9
）
委
員
の
任
命
規
定
を
改
正
す
る

と
と
も
に
、
一
つ
の
寄
付
制
限
が
同
一
の
会
社
ま
た
は
労
働
組
合
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
す
べ
て
の
P
A
C
に
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。
そ

し
て
、
巨
大
化
し
た
P
A
C
を
適
正
な
規
模
・
内
容
に
制
限
す
る
た
め
、
P
A
C
に
対
す
る
寄
付
の
要
請
は
、
原
則
と
し
て
、
企
業
の

場
合
に
は
株
主
・
役
員
・
管
理
職
員
及
び
こ
れ
ら
の
家
族
、
労
働
組
合
の
場
合
に
は
組
合
員
と
そ
の
家
族
以
外
に
は
で
き
な
い
と
さ
れ

た
。
連
邦
免
許
銀
行
、
会
社
又
は
労
働
団
体
に
よ
る
寄
付
又
は
支
出
に
関
す
る
第
三
二
一
条
の
内
容
を
引
用
す
る
。

「
第
三
二
一
条

（
a
）
連
邦
免
許
銀
行
又
は
連
邦
議
会
の
法
律
の
権
威
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
会
社
が
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
に
関
し
て
又
は
政
治
的
公

　
　
職
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
開
催
さ
れ
る
予
備
選
挙
又
は
政
党
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し
て
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
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本
条
の
目
的
の
た
め
に
、
か
労
働
団
体
。
と
い
う
用
語
は
、
本
篇
第
六
一

O
条
に
よ
り
そ
の
用
語
に
与
え
ら
れ
た
意
味
を
有
し
て
い

る
も
の
と
す
る
。
』
」

説圭ム
日間

な
お
、
連
邦
免
許
銀
行
、
会
社
も
し
く
は
労
働
団
体
に
よ
る
寄
付
も
し
く
は
支
出
を
禁
ず
る
連
邦
規
定
の
違
反
に
対
す
る
罰
則
も
定

め
る
合
衆
国
法
典
第
一
八
篇
第
六
一

O
条
の
罰
金
額
も
、
「
五

0
0
0ド
ル
」
は
「
二
万
五

0
0
0ド
ル
」
に
、
ま
た
、
「
一
万
ド
ル
」

は
「
五
万
ド
ル
」
に
、

そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
選
挙
運
動
費
の
支
出
制
限
を
違
憲
と
し
た
一
九
七
六
年
一
月
三

O
日
の
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
判
決
を
受
け
て
、

七
六
年
五
月
一
一
日
に
「
連
邦
選
挙
運
動
法
」
が
改
正
さ
れ
た
。
同
改
正
に
お
い
て
、
大
統
領
選
挙
で
公
的
資
金
援
助
を
受
け
て
い
る 九

候
補
者
を
除
い
て
支
出
制
限
を
撤
廃
し
、
連
邦
選
挙
委
員
会
(
司

aq丘
一
回
。
。
昨
日
。
ロ
の
。
5
5
2色
。
ロ
)
委
員
の
任
命
規
定
を
改
正
す
る

と
と
も
に
、

一
つ
の
寄
付
制
限
が
同
一
の
会
社
ま
た
は
労
働
組
合
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
す
べ
て
の

P
A
C
に
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。
そ

し
て
、
巨
大
化
し
た

P
A
C
を
適
正
な
規
模
・
内
容
に
制
限
す
る
た
め
、

P
A
C
に
対
す
る
寄
付
の
要
請
は
、
原
則
と
し
て
、
企
業
の

場
合
に
は
株
主
・
役
員
・
管
理
職
員
及
び
こ
れ
ら
の
家
族
、
労
働
組
合
の
場
合
に
は
組
合
員
と
そ
の
家
族
以
外
に
は
で
き
な
い
と
さ
れ

た
。
連
邦
免
許
銀
行
、
会
社
又
は
労
働
団
体
に
よ
る
寄
付
又
は
支
出
に
関
す
る
第
一
二
一
二
条
の
内
容
を
引
用
す
る
。

「
第
一
二
一
二
条

(a)
連
邦
免
許
銀
行
又
は
連
邦
議
会
の
法
律
の
権
威
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
会
社
が
、
政
治
的
公
職
の
選
挙
に
関
し
て
又
は
政
治
的
公

職
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
開
催
さ
れ
る
予
備
選
挙
又
は
政
党
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し
て
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
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う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
い
か
な
る
会
社
で
あ
ろ
う
と
、
い
か
な
る
労
働
団
体
で
あ
ろ
う
と
、
大
統
領
及
び
副
大
統
領
選
挙
人
又

　
　
は
連
邦
議
会
の
上
院
議
員
も
し
く
は
下
院
議
員
又
は
連
邦
議
会
へ
の
准
州
代
表
も
し
く
は
駐
在
弁
務
官
が
投
票
さ
れ
る
こ
と
に

　
　
な
っ
て
い
る
選
挙
に
関
し
て
、
又
は
前
述
し
た
公
職
の
い
ず
れ
か
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
開
催
さ
れ
る
予
備
選
挙
又
は
政
党

　
　
の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し
て
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
候
補
者
、
政
治
委
員
会
も
し
く
は
そ
の

　
　
他
の
者
が
、
情
を
知
り
な
が
ら
本
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
寄
付
を
受
諾
し
も
し
く
は
受
領
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
会
社
も
し

　
　
く
は
連
邦
免
許
銀
行
の
役
員
も
し
く
は
取
締
役
又
は
労
働
団
体
の
役
員
が
、
事
情
次
第
で
は
本
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
会
社
、

　
　
連
邦
免
許
銀
行
も
し
く
は
労
働
団
体
に
よ
る
寄
付
又
は
支
出
を
承
諾
す
る
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
。

（
b
）
（
1
）
本
条
の
目
的
の
た
め
に
、
“
労
働
団
体
”
と
い
う
用
語
は
、
被
用
者
が
そ
れ
に
参
加
し
、
並
び
に
、
そ
の
全
部
又
は
一
部

　
　
　
　
が
苦
情
、
労
働
争
議
、
賃
金
、
賃
金
率
、
雇
用
時
間
又
は
労
働
条
件
に
関
し
て
使
用
者
と
交
渉
す
る
目
的
の
た
め
に
存
在

　
　
　
　
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
団
体
、
機
関
、
被
用
者
代
表
委
員
会
（
の
B
覧
昌
8
お
R
8
窪
＄
餓
○
づ
8
ヨ
巨
簿
8
）
も
し
く

（
2
）

は
計
画
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。

本
条
及
び
公
益
企
業
持
株
会
社
法
（
℃
号
浮
d
践
一
蔓
＝
o
一
＆
鑛
O
o
目
B
ξ
＞
9
第
一
二
条
第
（
h
）
項
（
一
㎝
q
ω
●
Ω

お
一
（
げ
）
）
の
目
的
の
た
め
に
、
”
寄
付
又
は
支
出
”
の
用
語
は
、
本
条
に
あ
げ
ら
れ
た
公
職
の
い
ず
れ
か
の
選
挙
に
関
連

す
る
候
補
者
、
選
挙
運
動
委
員
会
（
8
B
B
一
讐
8
旨
ヨ
葺
8
）
又
は
政
党
も
し
く
は
政
治
団
体
に
対
す
る
金
銭
、
サ
ー

ビ
ス
、
有
価
物
の
直
接
も
し
く
は
間
接
の
支
払
い
、
配
分
、
貸
し
付
け
、
立
て
替
え
金
、
預
け
入
れ
も
し
く
は
贈
与
（
連

邦
免
許
銀
行
又
は
州
免
許
銀
行
に
よ
り
、
適
用
可
能
な
銀
行
関
係
諸
法
及
び
諸
規
程
に
従
い
、
通
常
の
業
務
の
一
環
と
し

て
な
さ
れ
た
金
銭
の
貸
し
付
け
を
除
く
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。
但
し
、
以
下
の
（
A
）
（
B
）
（
C
）
に
掲
げ
る
も
の
は

う
こ
と
、
あ
る
い
は
、

い
か
な
る
会
社
で
あ
ろ
う
と
、

い
か
な
る
労
働
団
体
で
あ
ろ
う
と
、
大
統
領
及
び
副
大
統
領
選
挙
人
又

は
連
邦
議
会
の
上
院
議
員
も
し
く
は
下
院
議
員
又
は
連
邦
議
会
へ
の
准
州
代
表
も
し
く
は
駐
在
弁
務
官
が
投
票
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
選
挙
に
関
し
て
、
又
は
前
述
し
た
公
職
の
い
ず
れ
か
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
開
催
さ
れ
る
予
備
選
挙
又
は
政
党

の
党
大
会
も
し
く
は
幹
部
会
に
関
し
て
、
寄
付
又
は
支
出
を
行
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
候
補
者
、
政
治
委
員
会
も
し
く
は
そ
の

他
の
者
が
、
情
を
知
り
な
が
ら
本
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
寄
付
を
受
諾
し
も
し
く
は
受
領
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
会
社
も
し

く
は
連
邦
免
許
銀
行
の
役
員
も
し
く
は
取
締
役
又
は
労
働
団
体
の
役
員
が
、
事
情
次
第
で
は
本
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
会
社
、

連
邦
免
許
銀
行
も
し
く
は
労
働
団
体
に
よ
る
寄
付
又
は
支
出
を
承
諾
す
る
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
。

(
b
)
(
1
)
本
条
の
目
的
の
た
め
に
、
市
労
働
団
体
4

と
い
う
用
語
は
、
被
用
者
が
そ
れ
に
参
加
し
、
並
び
に
、

そ
の
全
部
又
は
一
部

が
苦
情
、
労
働
争
議
、
賃
金
、
賃
金
率
、
雇
用
時
間
又
は
労
働
条
件
に
関
し
て
使
用
者
と
交
渉
す
る
目
的
の
た
め
に
存
在
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す
る
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
団
体
、
機
関
、
被
用
者
代
表
委
員
会

(OB立。
U
1
8
5胃
g
g
g
z。ロ

g
B
5
5
0
0
)
も
し
く

は
計
画
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。

(2)
本
条
及
び
公
益
企
業
持
株
会
社
法
(
司

c
E
n
d
s
-
q
同
己
色
口
問
ゎ
。
B
冨
ミ
〉
♀
)
第
一
二
条
第

(
h
)
項

(5-c・∞・ゎ・

u
d
H
(『
)
)

の
目
的
の
た
め
に
、

F

寄
付
又
は
支
出
4

の
用
語
は
、
本
条
に
あ
げ
ら
れ
た
公
職
の
い
ず
れ
か
の
選
挙
に
関
連

す
る
候
補
者
、
選
挙
運
動
委
員
会

(
g
B富
山
間
口

8
5
5
R
Z
O
)
又
は
政
党
も
し
く
は
政
治
団
体
に
対
す
る
金
銭
、

サ

ビ
ス
、
有
価
物
の
直
接
も
し
く
は
間
接
の
支
払
い
、
配
分
、
貸
し
付
け
、
立
て
替
え
金
、
預
け
入
れ
も
し
く
は
贈
与
(
連
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邦
免
許
銀
行
又
は
州
免
許
銀
行
に
よ
り
、
適
用
可
能
な
銀
行
関
係
諸
法
及
び
諸
規
程
に
従
い
、
通
常
の
業
務
の
一
環
と
し

て
な
さ
れ
た
金
銭
の
貸
し
付
け
を
除
く
)
を
含
む
も
の
と
す
る
。
但
し
、
以
下
の

(
A
)
(
B
)
(
C
)
に
掲
げ
る
も
の
は
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（
3
）

含
ま
な
い
。

（
A
）
い
か
な
る
事
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
会
社
に
よ
る
そ
の
株
主
及
び
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
並
び
に
そ

　
　
　
の
家
族
に
対
す
る
通
信
、
又
は
、
労
働
団
体
に
よ
る
そ
の
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
通
信

（
B
）
会
社
に
よ
る
そ
の
株
主
及
び
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
並
び
に
そ
の
家
族
に
向
け
ら
れ
た
超
党
派
（
ぎ
唇
費
亭

　
　
　
ω
き
）
の
登
録
（
お
讐
曾
蚕
鉱
9
）
及
び
投
票
狩
出
（
鵯
8
旨
－
浮
曾
＜
9
①
）
の
運
動
、
又
は
、
労
働
団
体
に
よ
る

　
　
　
そ
の
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
に
向
け
ら
れ
た
超
党
派
の
登
録
及
び
投
票
狩
出
の
運
動

（
C
）
会
社
、
労
働
団
体
、
加
入
者
団
体
、
協
同
組
合
、
又
は
株
式
資
本
の
な
い
会
社
に
よ
り
政
治
的
目
的
の
た
め
に
利

　
　
　
用
さ
れ
る
個
別
の
分
離
基
金
（
ω
8
巽
讐
①
器
讐
畠
象
8
剛
§
α
）
の
設
立
、
管
理
及
び
そ
れ
に
対
す
る
寄
付
の
勧

　
　
　
誘

以
下
の
（
A
）
（
B
）
（
C
）
に
掲
げ
る
行
為
は
違
法
で
あ
る
。

（
A
）
当
該
基
金
の
た
め
に
、
物
理
的
暴
力
、
仕
事
の
差
別
待
遇
、
財
政
的
報
復
又
は
こ
れ
ら
の
脅
迫
に
よ
り
手
に
入
れ

　
　
　
ら
れ
た
金
銭
も
し
く
は
有
価
物
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
労
働
団
体
の

　
　
　
構
成
員
と
な
る
こ
と
の
条
件
と
し
て
も
し
く
は
雇
用
の
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
賦
課
金
、
会
費
そ
の
他
の
金
銭

　
　
　
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
商
取
引
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
金
銭
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行

　
　
　
＞
つ
》
」
と

（
B
）
被
用
者
に
当
該
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
す
る
者
が
、
当
該
勧
誘
の
時
に
当
該
基
金
の
政
治
的
目
的
を
当
該
被
用
者

　
　
　
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
怠
る
こ
と

256 説
呈A、
日間

含
ま
な
い
。

(A) 
い
か
な
る
事
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
会
社
に
よ
る
そ
の
株
主
及
び
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
並
び
に
そ

の
家
族
に
対
す
る
通
信
、
又
は
、
労
働
団
体
に
よ
る
そ
の
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
通
信

(B)
会
社
に
よ
る
そ
の
株
主
及
び
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
並
び
に
そ
の
家
族
に
向
け
ら
れ
た
超
党
派

(gD宮
邑
・

ωω
ロ)

の
登
録
(
円
高
許
可
主
守
口
)
及
び
投
票
狩
出

(m巳。
E
l任。
l
g
g
)
の
運
動
、
又
は
、
労
働
団
体
に
よ
る

そ
の
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
に
向
け
ら
れ
た
超
党
派
の
登
録
及
び
投
票
狩
出
の
運
動

(C)
会
社
、
労
働
団
体
、
加
入
者
団
体
、
協
同
組
合
、
又
は
株
式
資
本
の
な
い
会
社
に
よ
り
政
治
的
目
的
の
た
め
に
利

用
さ
れ
る
個
別
の
分
離
基
金

(
8
B
s
z
g賞
。
問
主

a
p
E
)
の
設
立
、
管
理
及
び
そ
れ
に
対
す
る
寄
付
の
勧

誘

(
3
)
以
下
の

(
A
)
(
B
)
(
C
)
に
掲
げ
る
行
為
は
違
法
で
あ
る
。

(A)
当
該
基
金
の
た
め
に
、
物
理
的
暴
力
、
仕
事
の
差
別
待
遇
、
財
政
的
報
復
又
は
こ
れ
ら
の
脅
迫
に
よ
り
手
に
入
れ

ら
れ
た
金
銭
も
し
く
は
有
価
物
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
労
働
団
体
の

構
成
員
と
な
る
こ
と
の
条
件
と
し
て
も
し
く
は
雇
用
の
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
賦
課
金
、
会
費
そ
の
他
の
金
銭

に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
商
取
引
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
金
銭
に
よ
り
寄
付
や
支
出
を
行

〉
つ
こ
と

(B)
被
用
者
に
当
該
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
す
る
者
が
、
当
該
勧
誘
の
時
に
当
該
基
金
の
政
治
的
目
的
を
当
該
被
用
者

に
知
ら
せ
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
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（
C
）

（
4
）
　
（
A
）

（
B
）

被
用
者
に
当
該
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
す
る
者
が
、
当
該
勧
誘
の
時
に
、
何
ら
の
報
復
を
受
け
る
こ
と
な
く
そ
う

し
た
寄
付
を
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
権
利
に
つ
い
て
、
当
該
被
用
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
怠
る
こ
と

次
の
（
B
）
、
（
C
）
及
び
（
D
）
に
規
定
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
以
下
の
（
i
）
及
び
（
・
1
1
）
に
掲
げ
る
行
為
は

違
法
と
す
る
。

（
i
）
会
社
又
は
会
社
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
個
別
の
分
離
基
金
（
ω
8
貰
簿
Φ
器
鴨
畠
鉾
a
甘
巳
）
が
、
そ
の
株
主

　
　
及
び
そ
の
家
族
並
び
に
そ
の
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
及
び
そ
の
家
族
以
外
の
者
か
ら
、
当
該
基
金
へ
の
寄

　
　
付
を
勧
誘
す
る
こ
と

（
・
1
1
）
労
働
団
体
又
は
労
働
団
体
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
個
別
の
分
離
基
金
（
ω
8
巽
簿
①
器
鷺
畠
簿
亀
脇
…
儀
）
が
、

　
　
そ
の
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
以
外
の
者
か
ら
当
該
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
す
る
こ
と

会
社
、
労
働
団
体
又
は
当
該
会
社
も
し
く
は
当
該
労
働
団
体
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
個
別
の
分
離
基
金
（
ω
8
巽
簿
①

の
①
鷺
β
簿
a
甘
＆
）
が
、
暦
年
中
に
、
株
主
、
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
又
は
会
社
の
被
用
者
又
は
そ
う
し
た

者
の
家
族
か
ら
寄
付
を
求
め
る
た
め
、
二
回
の
文
書
に
よ
る
勧
誘
を
行
う
こ
と
は
、
本
条
の
も
と
で
は
違
法
と
な

ら
な
い
。
こ
の
（
B
）
の
規
定
に
基
づ
く
勧
誘
は
、
株
主
、
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
、
又
は
被
用
者
に
対
し
、

そ
の
住
宅
に
宛
て
ら
れ
た
郵
便
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
、
そ
の
勧
誘
は
、
当
該
勧
誘
を
行
う
会

社
、
労
働
団
体
又
は
個
別
の
分
離
基
金
（
ω
8
巽
鉾
①
器
鴨
詔
鉾
8
甘
⇒
α
）
が
、
当
該
勧
誘
の
結
果
と
し
て
誰
が

五
〇
ド
ル
以
下
の
寄
付
を
行
い
、
誰
が
そ
う
し
た
寄
付
を
行
わ
な
い
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、

立
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(C)
被
用
者
に
当
該
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
す
る
者
が
、
当
該
勧
誘
の
時
に
、
何
ら
の
報
復
を
受
げ
る
こ
と
な
く
そ
う

し
た
寄
付
を
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
権
利
に
つ
い
て
、
当
該
被
用
者
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
怠
る
こ
と

(
4
)
 

(C)
及
び

(
D
)
に
規
定
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
以
下
の

に
掲
げ
る
行
為
は

(
i
)
及
び
(

H

U

)

(A)
次
の

(B)
、

違
法
と
す
る
。

(i)
会
社
又
は
会
社
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
個
別
の
分
離
基
金

(
ω
a
R巳
0
2
m
円
高
邑
包

E
E
)
が、

そ
の
株
主

及
び
そ
の
家
族
並
び
に
そ
の
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
及
び
そ
の
家
族
以
外
の
者
か
ら
、
当
該
基
金
へ
の
寄

付
を
勧
誘
す
る
こ
と

(H)
労
働
団
体
又
は
労
働
団
体
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
個
別
の
分
離
基
金

2
8
Rえ
0
8
m円
高
巳
包

P
E
)
カま

そ
の
構
成
員
及
び
そ
の
家
族
以
外
の
者
か
ら
当
該
基
金
へ
の
寄
付
を
勧
誘
す
る
こ
と

(B)
会
社
、
労
働
団
体
又
は
当
該
会
社
も
し
く
は
当
該
労
働
団
体
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
個
別
の
分
離
基
金

2
8
m
w
g
g

ωomH・
0mmH品

川
弘
同

C
D己
)

が
、
暦
年
中
に
、
株
主
、
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
又
は
会
社
の
被
用
者
又
は
そ
う
し
た

者
の
家
族
か
ら
寄
付
を
求
め
る
た
め
、
二
回
の
文
書
に
よ
る
勧
誘
を
行
う
こ
と
は
、
本
条
の
も
と
で
は
違
法
と
な

ら
な
い
。
こ
の

の
規
定
に
基
づ
く
勧
誘
は
、
株
主
、
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
、
又
は
被
用
者
に
対
し
、

(B) 

そ
の
住
宅
に
宛
て
ら
れ
た
郵
便
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
、

そ
の
勧
誘
は
、
当
該
勧
誘
を
行
う
会

社
、
労
働
団
体
又
は
個
別
の
分
離
基
金

2
8
R
m
Z
8
m
B
m
m
g
ι
E忌
)
が
、
当
該
勧
誘
の
結
果
と
し
て
誰
が

五
0
ド
ル
以
下
の
寄
付
を
行
い
、
誰
が
そ
う
し
た
寄
付
を
行
わ
な
い
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、

立
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



論　　説　258

（
5
）

（
6
）

（
C
）
こ
の
（
C
）
の
規
定
は
、
加
入
者
団
体
、
協
同
組
合
又
は
株
式
資
本
の
な
い
会
社
、
あ
る
い
は
、
加
入
者
団
体
、

　
　
　
協
同
組
合
又
は
株
式
資
本
の
な
い
会
社
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
個
別
の
分
離
基
金
（
ω
8
巽
簿
o
　
器
鴨
畠
簿
8

　
　
　
身
鼠
）
が
、
当
該
加
入
者
団
体
、
協
同
組
合
又
は
株
式
資
本
の
な
い
会
社
の
構
成
員
か
ら
、
当
該
基
金
へ
の
寄

　
　
　
付
を
勧
誘
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
D
）
こ
の
（
D
）
の
規
定
は
、
事
業
者
団
体
又
は
事
業
者
団
体
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
個
別
の
分
離
基
金
（
ω
の
B
轟
8

　
　
　
ω
Φ
噴
畠
緯
＆
盆
＆
）
が
、
当
該
事
業
者
団
体
の
構
成
員
た
る
会
社
の
株
主
及
び
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
並
び

　
　
　
に
そ
う
し
た
株
主
や
職
員
の
家
族
か
ら
、
以
下
の
限
度
で
寄
付
を
勧
誘
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
す

　
　
　
な
わ
ち
、
当
該
株
主
及
び
職
員
並
び
に
そ
の
家
族
の
当
該
勧
誘
が
、
関
係
の
構
成
員
た
る
会
社
に
よ
っ
て
個
別
に

　
　
　
か
つ
特
別
に
承
認
さ
れ
、
ま
た
、
当
該
構
成
員
た
る
会
社
は
、
ど
の
暦
年
に
お
い
て
も
二
つ
以
上
の
事
業
者
団
体

　
　
　
に
よ
る
い
か
な
る
勧
誘
も
承
認
し
な
い
と
い
う
限
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
の
法
律
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
任
意
の
寄
付
を
勧
誘
す
る
方
法
又
は
会
社
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
個
別
の
分
離
基
金
（
の
8
・

貰
讐
の
器
鴨
罐
簿
8
含
包
）
に
任
意
の
寄
付
を
行
う
こ
と
を
容
易
に
す
る
方
法
で
、
会
社
に
対
し
法
律
に
よ
り
株
主
及

び
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
に
関
し
て
許
さ
れ
た
方
法
は
、
労
働
団
体
に
対
し
そ
の
構
成
員
に
関
し
て
も
ま
た
許
さ
れ

る
。任

意
の
寄
付
を
勧
誘
し
、
任
意
の
寄
付
を
行
う
こ
と
を
容
易
に
す
る
方
法
を
利
用
す
る
い
か
な
る
会
社
1
そ
の
子
会
社
、

支
店
、
部
局
及
び
関
係
団
体
を
含
む
ー
も
、
当
該
方
法
を
、
当
該
会
社
の
た
め
に
働
く
構
成
員
を
代
表
す
る
労
働
団
体
、

そ
の
従
属
組
織
、
支
部
組
織
、
部
分
組
織
及
び
関
係
組
織
に
、
文
書
に
よ
る
要
請
に
基
づ
き
、
か
つ
、
当
該
会
社
が
そ
れ

258 説
三A、
日間

(C)
こ
の

(C)
の
規
定
は
、
加
入
者
団
体
、
協
同
組
合
又
は
株
式
資
本
の
な
い
会
社
、
あ
る
い
は
、
加
入
者
団
体
、

協
同
組
合
又
は
株
式
資
本
の
な
い
会
社
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
個
別
の
分
離
基
金

2
8
m
H
S
R
ωσ
肉
円
。

mm凶
件
。
仏

同
ロ
白
色
)

が
、
当
該
加
入
者
団
体
、
協
同
組
合
又
は
株
式
資
本
の
な
い
会
社
の
構
成
員
か
ら
、
当
該
基
金
へ
の
寄

付
を
勧
誘
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

(D)
こ
の

(D)
の
規
定
は
、
事
業
者
団
体
又
は
事
業
者
団
体
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
個
別
の
分
離
基
金

2
8
m
w
g
z

8mBmω
件。

ι
P邑
)
が
、
当
該
事
業
者
団
体
の
構
成
員
た
る
会
社
の
株
主
及
び
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
並
び

に
そ
う
し
た
株
主
や
職
員
の
家
族
か
ら
、
以
下
の
限
度
で
寄
付
を
勧
誘
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
す

な
わ
ち
、
当
該
株
主
及
び
職
員
並
び
に
そ
の
家
族
の
当
該
勧
誘
が
、
関
係
の
構
成
員
た
る
会
社
に
よ
っ
て
個
別
に

か
つ
特
別
に
承
認
さ
れ
、

ま
た
、
当
該
構
成
員
た
る
会
社
は
、
ど
の
暦
年
に
お
い
て
も
二
つ
以
上
の
事
業
者
団
体

に
よ
る
い
か
な
る
勧
誘
も
承
認
し
な
い
と
い
う
限
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
5
)
他
の
法
律
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
任
意
の
寄
付
を
勧
誘
す
る
方
法
又
は
会
社
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
個
別
の
分
離
基
金

232

川凶吋
m
凶件。

ωomH・0
m
m件
。
門
日
同
ロ
ロ
己
)

に
任
意
の
寄
付
を
行
う
こ
と
を
容
易
に
す
る
方
法
で
、
会
社
に
対
し
法
律
に
よ
り
株
主
及

び
役
員
も
し
く
は
管
理
職
員
に
関
し
て
許
さ
れ
た
方
法
は
、
労
働
団
体
に
対
し
そ
の
構
成
員
に
関
し
て
も
ま
た
許
さ
れ

る

(6)
任
意
の
寄
付
を
勧
誘
し
、
任
意
の
寄
付
を
行
う
こ
と
を
容
易
に
す
る
方
法
を
利
用
す
る
い
か
な
る
会
社
ー
そ
の
子
会
社
、

支
庖
、
部
局
及
び
関
係
団
体
を
含
む
l

も
、
当
該
方
法
を
、
当
該
会
社
の
た
め
に
働
く
構
成
員
を
代
表
す
る
労
働
団
体
、

そ
の
従
属
組
織
、
支
部
組
織
、
部
分
組
織
及
び
関
係
組
織
に
、
文
書
に
よ
る
要
請
に
基
づ
き
、

か
っ
、
当
該
会
社
が
そ
れ



（
7
）

に
関
し
て
負
わ
さ
れ
た
経
費
を
弁
償
す
る
に
十
分
な
だ
け
の
費
用
で
、
利
用
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
条
の
目
的
の
た
め
に
、
”
役
員
又
は
管
理
職
員
”
の
用
語
は
、
会
社
に
よ
り
雇
用
さ
れ
る
者
で
、
時
問
給
と
い
う
よ
り

も
む
し
ろ
俸
給
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
、
政
策
形
成
の
責
任
、
経
営
責
任
、
専
門
家
と
し
て
の
責
任
も
し
く
は
監
督
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

の
責
任
を
有
し
て
い
る
者
を
い
う
も
の
と
す
る
。
」

　
そ
の
後
、
一
九
七
九
年
を
は
じ
め
と
し
て
数
次
に
わ
た
り

の
変
更
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

「
連
邦
選
挙
運
動
法
」
の
一
部
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
右
の
点
に
つ
い
て
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註
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（
1
）
d
良
け
＆
ω
鼠
一
①
の
O
O
α
ρ
↓
筐
Φ
N
』
詮
一
び

　
　
　
こ
の
点
、
米
国
連
邦
法
は
、
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
認
め
る
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
と
対
比
す
る
と
き
対
照
的
で
あ
る
（
イ
ギ
リ
ス
に
つ

　
　
き
、
田
島
泰
彦
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
政
治
資
金
の
『
規
制
』
と
『
助
成
』
の
法
理
－
団
体
献
金
規
制
と
政
党
助
成
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
森
英
樹
編

　
　
『
政
党
国
庫
補
助
の
比
較
憲
法
的
総
合
的
研
究
』
二
九
二
頁
以
下
〔
柏
書
房
、
一
九
九
四
〕
、
江
島
晶
子
「
イ
ギ
リ
ス
」
明
治
大
学
政
治
資
金
研
究
会

　
　
編
『
政
治
資
金
と
法
制
度
』
一
二
頁
・
一
九
頁
以
下
〔
日
本
評
論
社
、
一
九
九
八
〕
、
ド
イ
ツ
に
つ
き
、
上
脇
博
之
「
（
西
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
企
業
献

　
　
金
の
憲
法
論
議
－
政
党
国
家
論
と
の
関
連
で
」
法
時
六
四
巻
一
一
号
四
八
頁
以
下
〔
一
九
九
二
〕
、
本
秀
紀
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
党
へ
の
国
庫
補
助

　
　
ー
そ
の
論
理
と
機
能
」
前
掲
森
編
『
政
党
国
庫
補
助
の
比
較
憲
法
的
総
合
的
研
究
』
三
九
一
頁
、
坂
口
光
男
「
ド
イ
ツ
」
明
治
大
学
政
治
資
金
研
究
会

　
　
編
・
前
掲
六
四
頁
参
照
）
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
九
二
年
に
政
府
が
議
会
に
提
出
し
た
「
腐
敗
防
止
な
ら
び
に
経
済
活
動
お
よ
び
公
的
手

　
　
続
の
透
明
性
に
関
す
る
法
案
」
に
お
い
て
、
法
人
の
政
治
献
金
を
全
面
禁
止
す
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
、
こ
れ
は
法
律
の
規
定
と
し
て
日
の
目
を
見
な

　
　
か
っ
た
も
の
の
（
丹
羽
徹
「
フ
ラ
ン
ス
一
九
九
三
年
一
月
二
九
日
腐
敗
防
止
法
」
前
掲
森
編
『
政
党
国
庫
補
助
の
比
較
憲
法
的
総
合
的
研
究
』
三
五
七

　
　
頁
以
下
）
、
一
九
九
五
年
に
至
り
、
法
人
の
政
治
献
金
を
全
面
禁
止
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
（
豊
岳
信
昭
「
フ
ラ
ン
ス
」
明
治
大
学
政
治
資
金

に
関
し
て
負
わ
さ
れ
た
経
費
を
弁
償
す
る
に
十
分
な
だ
け
の
費
用
で
、
利
用
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
7
)
本
条
の
目
的
の
た
め
に
、

F

役
員
又
は
管
理
職
員
。
の
用
語
は
、
会
社
に
よ
り
雇
用
さ
れ
る
者
で
、
時
間
給
と
い
う
よ
り

も
む
し
ろ
俸
給
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
、
政
策
形
成
の
責
任
、
経
営
責
任
、
専
門
家
と
し
て
の
責
任
も
し
く
は
監
督
上

の
責
任
を
有
し
て
い
る
者
を
い
う
も
の
と
す
る
よ

そ
の
後
、

一
九
七
九
年
を
は
じ
め
と
し
て
数
次
に
わ
た
り
「
連
邦
選
挙
運
動
法
」
の
一
部
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
右
の
点
に
つ
い
て

の
変
更
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

政治献金と法人の目的の範囲

八
註
〉

(
1
)
C
E
Z門
目
的

SZω
ゎ
。
仏
my
叫，

X
F
N・
m

主
H
t

こ
の
点
、
米
国
連
邦
法
は
、
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
を
認
め
る
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
と
対
比
す
る
と
き
対
照
的
で
あ
る
(
イ
ギ
リ
ス
に
つ

き
、
田
島
泰
彦
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
政
治
資
金
の
『
規
制
』
と
『
助
成
』
の
法
理
l
団
体
献
金
規
制
と
政
党
助
成
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
森
英
樹
編

『
政
党
国
庫
補
助
の
比
較
憲
法
的
総
合
的
研
究
』
二
九
二
頁
以
下
〔
柏
書
房
、
一
九
九
四
〕
、
江
島
晶
子
「
イ
ギ
リ
ス
」
明
治
大
学
政
治
資
金
研
究
会

編
『
政
治
資
金
と
法
制
度
』
一
二
頁
・
一
九
頁
以
下
〔
日
本
評
論
社
、
一
九
九
八
〕
、
ド
イ
ツ
に
つ
き
、
上
脇
博
之
「
(
西
)
ド
イ
ツ
に
お
け
る
企
業
献

金
の
憲
法
論
議
ー
政
党
国
家
論
と
の
関
連
で
」
法
時
六
四
巻
一
一
号
四
八
頁
以
下
〔
一
九
九
二
〕
、
本
秀
紀
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
党
へ
の
国
庫
補
助

ー
そ
の
論
理
と
機
能
」
前
掲
森
編
『
政
党
国
庫
補
助
の
比
較
憲
法
的
総
合
的
研
究
』
一
二
九
一
頁
、
坂
口
光
男
「
ド
イ
ツ
」
明
治
大
学
政
治
資
金
研
究
会

編
・
前
掲
六
四
頁
参
照
)
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
九
二
年
に
政
府
が
議
会
に
提
出
し
た
「
腐
敗
防
止
な
ら
び
に
経
済
活
動
お
よ
び
公
的
手

続
の
透
明
性
に
関
す
る
法
案
」
に
お
い
て
、
法
人
の
政
治
献
金
を
全
面
禁
止
す
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
、
こ
れ
は
法
律
の
規
定
と
し
て
日
の
目
を
見
な

か
っ
た
も
の
の
(
丹
羽
徹
「
フ
ラ
ン
ス
一
九
九
三
年
一
月
二
九
日
腐
敗
防
止
法
」
前
掲
森
編
『
政
党
国
庫
補
助
の
比
較
憲
法
的
総
合
的
研
究
』
三
五
七

頁
以
下
)
、
一
九
九
五
年
に
至
り
、
法
人
の
政
治
献
金
を
全
面
禁
止
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
(
豊
岳
信
昭
「
フ
ラ
ン
ス
」
明
治
大
学
政
治
資
金
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432
（
5
）

（
6
）

研
究
会
編
・
前
掲
二
一
〇
頁
・
一
三
三
頁
以
下
）
。
こ
う
し
た
近
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
動
向
に
鑑
み
る
と
き
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
規
制
を
検

討
す
る
こ
と
は
、
法
人
の
政
治
献
金
を
認
め
る
日
本
に
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
臣
壌
餌
こ
U
●
男
o
凶
α
q
o
昌
き
ヨ
簿
冒
ヨ
Φ
ω
》
。
評
一
ヨ
o
さ
9
ヨ
冨
一
磐
問
ぎ
き
o
①
冨
名
。
。。
O
匡
＞
園
↓
N
＞
（
問
a
R
巴
田
①
〇
二
〇
p
O
O
ヨ
菖
ω
の
一
〇
P
一
。
。
o。
）

　
問
①
血
R
巴
O
o
吋
讐
讐
写
㊤
＆
8
の
》
9
一
8
α
層
麻
し。
ω
蜜
什
」
。
刈
。
（
問
Φ
ぼ
轟
貸
N
。
。
”
一
〇
謡
）

　
松
浦
正
敬
・
大
竹
邦
実
『
「
シ
リ
ー
ズ
　
8
0
年
代
の
地
方
自
治
」
1
3
　
政
治
資
金
』
一
三
頁
（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
八
三
）
、
鷺
坂
長
美
「
ア
メ
リ

カ
の
政
治
資
金
制
度
関
係
資
料
（
一
）
」
選
挙
四
三
巻
四
号
一
四
頁
（
一
九
九
〇
）
、
成
田
憲
彦
「
主
要
国
の
選
挙
制
度
と
政
治
資
金
制
度
の
現
状
と
課

題
（
四
）
ア
メ
リ
カ
（
三
）
1
政
治
資
金
規
制
の
諸
問
題
」
選
挙
四
九
巻
二
号
八
頁
（
一
九
九
六
）
、
自
治
省
選
挙
部
政
治
資
金
課
編
『
逐
条
解
説

政
治
資
金
規
正
法
』
一
〇
頁
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
七
）

　
こ
の
判
決
は
、
会
社
の
政
治
献
金
を
会
社
の
目
的
の
範
囲
内
と
す
る
鈴
木
教
授
か
ら
も
、
積
極
的
に
会
社
の
政
治
献
金
の
有
用
性
を
説
く
判
決
理
由

に
対
し
、
「
何
と
し
て
も
行
き
す
ぎ
で
あ
る
。
」
「
判
旨
は
、
上
告
理
由
の
論
法
を
排
撃
す
る
の
に
急
な
あ
ま
り
、
常
識
的
な
線
を
ふ
み
越
え
た
よ
う
な

感
じ
が
す
る
。
要
す
る
に
、
会
社
の
利
益
に
立
っ
て
考
え
れ
ば
、
政
党
に
対
し
て
政
治
資
金
の
寄
附
を
す
る
こ
と
が
、
企
業
体
の
存
続
・
発
展
に
積
極

的
に
資
す
る
か
ら
進
ん
で
寄
附
を
す
る
の
だ
と
考
え
る
よ
り
も
、
寄
附
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
の
存
続
・
発
展
が
阻
害
さ
れ
る
の
を
回
避
す
る

た
め
に
寄
附
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
「
判
旨
の
よ
う
に
積
極
的
に
い
う
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
竹
雄
「
政
治
献
金

事
件
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
」
商
事
五
三
一
号
二
頁
以
下
〔
一
九
七
〇
〕
）
。
ま
た
、
こ
の
判
決
の
論
理
を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
、
「
会
社
の
売
上
を

図
る
べ
き
公
営
の
建
設
工
事
の
受
注
獲
得
の
目
的
で
賄
賂
の
金
を
支
出
す
る
よ
う
に
、
会
社
が
営
利
を
追
及
す
る
う
え
で
必
要
な
支
出
を
し
た
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
、
会
社
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
け
る
業
務
執
行
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
た
と
え
そ
れ
が
贈
賄
等
犯
罪
に
該
当
す
る
支
出
で
あ
っ
て
も
、

行
為
者
自
身
が
贈
賄
罪
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
、
そ
の
支
出
は
会
社
経
費
と
み
な
さ
れ
犯
罪
視
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
」
と
解
す
る
見
解
ま
で
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
永
野
義
一
『
企
業
犯
罪
と
捜
査
』
五
六
頁
〔
警
察
時
報
社
、
一
九
九
二
〕
）
。
賄
賂
を
会

社
の
目
的
の
範
囲
内
と
す
る
こ
う
し
た
見
解
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
永
井
和
之
「
贈
収
賄
の
会
社
法
上
の
問
題
点
－
会
社
法
は
企
業
不
祥
事
を
ど

こ
ま
で
防
止
で
き
る
か
」
法
教
一
五
八
号
三
二
頁
（
一
九
九
三
）
。

　
佐
藤
繁
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
五
〇
年
度
五
六
事
件
評
釈
（
法
曹
会
、
一
九
七
九
）
、
河
内
宏
「
民
法
四
三
条
・
五
三
条
～
五
五
条

（
法
人
が
権
利
を
有
し
義
務
を
負
う
範
囲
と
理
事
の
代
表
権
）
」
広
中
俊
雄
・
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年
H
　
個
別
的
観
察
（
1
）
総
則
編
・
物

権
編
』
四
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
）
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研
究
会
編
・
前
掲
一
二

O
頁
・
一
三
三
頁
以
下
)
。
こ
う
し
た
近
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
動
向
に
鑑
み
る
と
き
、
ア
メ
リ
カ
に
お
げ
る
政
治
資
金
規
制
を
検

討
す
る
こ
と
は
、
法
人
の
政
治
献
金
を
認
め
る
日
本
に
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

(
2
)
開
己
認

mwEロ
・
司
包
問
。
ロ

σω
己
目
侍
し
『

ω
B
g
〉
・
司

ω
-
5
0
F
h
ω
B℃
包
関
口
目
白
山
口

8
F
m
Z司
認
の
出
〉
間
同
，
N
〉

(pw己
qm]
一
巳
ぬ
の
昨
日
。
ロ
(
U

。
E
5
2
ω
Z
P
E
g
)

(
3
)

司
。
仏

0
5
一no吋
門
己
℃
門
司

E
n昨日。
g
k
F
2・
5
N
F
A
F
ω
印
冨
仲
・

5
叶
。
(
司
。

σ同
1

口
問
問
可

N
∞・

5
N日
)

(
4
)

松
浦
正
敬
・
大
竹
邦
実
『
「
シ
リ
ー
ズ
初
年
代
の
地
方
自
治
」
日
政
治
資
金
』
一
三
頁
(
第
一
法
規
出
版
、
一
九
八
三
)
、
鷺
坂
長
美
「
ア
メ
リ

カ
の
政
治
資
金
制
度
関
係
資
料
ご
)
」
選
挙
四
三
巻
四
号
一
四
頁
(
一
九
九

O
)
、
成
田
憲
彦
「
主
要
国
の
選
挙
制
度
と
政
治
資
金
制
度
の
現
状
と
課

題
(
四
)
ア
メ
リ
カ
(
三
)

l
政
治
資
金
規
制
の
諸
問
題
」
選
挙
四
九
巻
二
号
八
頁
(
一
九
九
六
)
、
自
治
省
選
挙
部
政
治
資
金
課
編
『
逐
条
解
説

政
治
資
金
規
正
法
』
一

O
頁
(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
七
)

(
5
)

こ
の
判
決
は
、
会
社
の
政
治
献
金
を
会
社
の
目
的
の
範
囲
内
と
す
る
鈴
木
教
授
か
ら
も
、
積
極
的
に
会
社
の
政
治
献
金
の
有
用
性
を
説
く
判
決
理
由

に
対
し
、
「
何
と
し
て
も
行
き
す
ぎ
で
あ
る
。
」
「
判
旨
は
、
上
告
理
由
の
論
法
を
排
撃
す
る
の
に
急
な
あ
ま
り
、
常
識
的
な
線
を
ふ
み
越
え
た
よ
う
な

感
じ
が
す
る
。
要
す
る
に
、
会
社
の
利
益
に
立
っ
て
考
え
れ
ば
、
政
党
に
対
し
て
政
治
資
金
の
寄
附
を
す
る
こ
と
が
、
企
業
体
の
存
続
・
発
展
に
積
極

的
に
資
す
る
か
ら
進
ん
で
寄
附
を
す
る
の
だ
と
考
え
る
よ
り
も
、
寄
附
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
の
存
続
・
発
展
が
阻
害
さ
れ
る
の
を
回
避
す
る

た
め
に
寄
附
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
「
判
旨
の
よ
う
に
積
極
的
に
い
う
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
(
鈴
木
竹
雄
「
政
治
献
金

事
件
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
」
商
事
五
三
一
号
二
頁
以
下
〔
一
九
七

O
〕
)
。
ま
た
、
こ
の
判
決
の
論
理
を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
、
「
会
社
の
売
上
を

図
る
べ
き
公
営
の
建
設
工
事
の
受
注
獲
得
の
目
的
で
賄
賂
の
金
を
支
出
す
る
よ
う
に
、
会
社
が
営
利
を
追
及
す
る
う
え
で
必
要
な
支
出
を
し
た
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
、
会
社
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
け
る
業
務
執
行
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
た
と
え
そ
れ
が
贈
賄
等
犯
罪
に
該
当
す
る
支
出
で
あ
っ
て
も
、

行
為
者
自
身
が
贈
賄
罪
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
会
社
に
対
す
る
関
係
で
は
、
そ
の
支
出
は
会
社
経
費
と
み
な
さ
れ
犯
罪
視
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
」
と
解
す
る
見
解
ま
で
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
(
永
野
義
一
『
企
業
犯
罪
と
捜
査
』
五
六
頁
(
警
察
時
報
社
、
一
九
九
二
)
)
。
賄
賂
を
会

社
の
目
的
の
範
囲
内
と
す
る
こ
う
し
た
見
解
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
永
井
和
之
「
贈
収
賄
の
会
社
法
上
の
問
題
点
|
会
社
法
は
企
業
不
祥
事
を
ど

こ
ま
で
防
止
で
き
る
か
」
法
教
一
五
八
号
三
ニ
頁
(
一
九
九
三
)
。

(
6
)

佐
藤
繁
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
五

0
年
度
五
六
事
件
評
釈
(
法
曹
会
、
一
九
七
九
)
、
河
内
宏
「
民
法
四
三
条
・
五
三
条

1
五
五
条

(
法
人
が
権
利
を
有
し
義
務
を
負
う
範
囲
と
理
事
の
代
表
権
)
」
広
中
俊
雄
・
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年
H

個
別
的
観
察

(
1
)
総
則
編
・
物

権
編
』
四
三
頁
(
有
斐
閣
、
一
九
九
八
)

説呈ム
員間
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（
7
）

（
8
）

　
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
の
射
程
範
囲
は
、
強
制
加
入
制
を
と
る
公
益
法
人
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
が
、
任
意
加
入
団
体
で
あ
る
公
益
法
人
に
関

し
て
は
今
後
の
判
断
に
委
ね
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
拙
稿
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
－
政
治
献
金
は
法
人
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
か
ー
」
山
院
三
八

号
二
八
四
頁
・
三
〇
六
頁
二
三
二
頁
〔
一
九
九
七
〕
）
。
右
判
決
の
調
査
官
解
説
も
、
「
本
判
決
の
判
断
は
、
税
理
士
会
と
同
様
の
強
制
加
入
団
体

（
司
法
書
士
会
、
土
地
家
屋
調
査
士
会
、
行
政
書
士
会
、
弁
理
士
会
、
弁
護
士
会
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
な
ど
…
…
筆
者
注
）
で
あ
る
法
人
の
政
治

献
金
の
問
題
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
」
る
と
指
摘
す
る
（
八
木
良
一
「
判
解
」
曹
時
五
〇
巻
一
二
号
一
六
四
頁
・
一
六
七

頁
〔
一
九
九
八
〕
）
。

　
な
お
、
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
の
射
程
範
囲
を
、
政
治
献
金
の
問
題
の
み
な
ら
ず
強
制
加
入
制
を
と
る
公
益
法
人
の
災
害
救
援
資
金
の
寄

付
の
問
題
に
ま
で
及
ぼ
し
、
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
判
決
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
（
前
橋
地
判
平
成
八
年
二
一
月
三
日
判
タ
九
二
三
号
二
七
七

頁
）
、
投
票
の
自
由
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
政
治
献
金
の
問
題
と
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
問
題
と
は
質
的
に
異
な
る
と
い
う
べ
く
、
災
害
救
援
資
金

の
寄
付
の
問
題
に
ま
で
右
判
決
の
射
程
範
囲
を
拡
張
す
る
の
は
不
当
と
考
え
る
（
拙
稿
「
判
研
」
山
院
三
九
号
一
八
七
頁
以
下
〔
一
九
九
八
〕
）
。
近

時
、
前
掲
前
橋
地
判
平
成
八
年
一
二
月
三
日
の
控
訴
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
一
一
年
三
月
一
〇
日
）
が
出
さ
れ
、
司
法
書
士
会
の
災
害
救
援
資
金
の

寄
付
を
目
的
の
範
囲
内
と
し
て
い
る
（
朝
日
新
聞
平
成
一
一
年
三
月
一
一
日
）
。

　
こ
う
し
た
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
中
島
茂
樹
「
判
批
」
法
教
一
九
二
号
九
七
頁
（
一
九
九
六
）
、
森
泉
章
「
判
批
」
判
評
四
五
七
号
三
六
頁

（
｝
九
九
七
）
、
木
下
智
史
「
税
理
士
会
に
よ
る
政
治
献
金
と
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
」
法
教
一
九
八
号
別
冊
付
録
『
判
例
セ
レ
ク
ト
9
6
』
一
一

頁
（
一
九
九
七
）
、
渡
辺
康
行
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ニ
一
三
号
一
三
頁
（
平
成
八
年
度
重
要
判
例
解
説
、
一
九
九
七
）
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
7
）
「
法
入
の

目
的
の
範
囲
－
政
治
献
金
は
法
人
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
か
ー
」
三
〇
六
頁
、
甲
斐
道
太
郎
「
政
治
献
金
と
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
」
リ
マ
ー
ク
ス

一
五
号
一
〇
頁
（
一
九
九
七
）
、
北
野
弘
久
『
税
理
士
制
度
の
研
究
』
二
四
二
頁
（
税
務
経
理
協
会
、
増
補
版
、
一
九
九
七
）
。
な
お
、
河
内
教
授
の
以

下
の
指
摘
は
重
要
な
の
で
、
こ
こ
に
引
用
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
「
た
と
え
運
動
を
推
進
す
る
た
め
で
あ
れ
、
議
員
や
政
党
な
ど
に
政
治
献
金
が
な

さ
れ
る
と
、
そ
の
お
金
は
運
動
以
外
の
目
的
に
使
わ
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
議
員
や
政
党
の
政
治
資
金
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
政
党

な
ど
に
政
治
資
金
を
寄
附
す
る
か
ど
う
か
は
各
構
成
員
の
自
主
性
が
最
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
［
31
］
（
前
掲
最

判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
…
筆
者
注
）
の
判
旨
も
い
う
よ
う
に
、
政
党
な
ど
規
正
法
上
の
政
治
団
体
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
選
挙
に
お

け
る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
な
す
も
の
と
し
て
、
会
員
各
人
が
市
民
と
し
て
の
個
人
的
な
政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定

す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
従
っ
て
、
政
治
献
金
の
場
合
は
、
構
成
員
か
ら
臨
時
の
出
資
を
強
制
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
法
人
の
資
金
か
ら
支
出
す
る
こ

政治献金と法人の目的の範囲

(
7
)

前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
の
射
程
範
囲
は
、
強
制
加
入
制
を
と
る
公
益
法
人
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
が
、
任
意
加
入
団
体
で
あ
る
公
益
法
人
に
関

し
て
は
今
後
の
判
断
に
委
ね
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
拙
稿
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
ー
政
治
献
金
は
法
人
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
か
l
」
山
院
三
八

号
二
八
四
頁
・
三

O
六
頁
・
=
二
二
頁
(
一
九
九
七
〕
)
。
右
判
決
の
調
査
官
解
説
も
、
「
本
判
決
の
判
断
は
、
税
理
士
会
と
同
様
の
強
制
加
入
団
体

(
司
法
書
士
会
、
土
地
家
屋
調
査
士
会
、
行
政
書
士
会
、
弁
理
士
会
、
弁
護
士
会
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
な
ど
:
:
:
筆
者
注
)
で
あ
る
法
人
の
政
治

献
金
の
問
題
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
」
る
と
指
摘
す
る
(
八
木
良
一
「
判
解
」
曹
時
五

O
巻
一
二
号
一
六
四
頁
・
二
ハ
七

頁
〔
一
九
九
八
〕
)
。

な
お
、
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
の
射
程
範
囲
を
、
政
治
献
金
の
問
題
の
み
な
ら
ず
強
制
加
入
制
を
と
る
公
益
法
人
の
災
害
救
援
資
金
の
寄

付
の
問
題
に
ま
で
及
ぽ
し
、
目
的
の
範
囲
外
と
す
る
判
決
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
(
前
橋
地
判
平
成
八
年
一
二
月
三
日
判
タ
九
二
三
号
二
七
七

頁
)
、
投
票
の
自
由
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
政
治
献
金
の
問
題
と
災
害
救
援
資
金
の
寄
付
の
問
題
と
は
質
的
に
異
な
る
と
い
う
べ
く
、
災
害
救
援
資
金

の
寄
付
の
問
題
に
ま
で
右
判
決
の
射
程
範
囲
を
拡
張
す
る
の
は
不
当
と
考
え
る
(
拙
稿
「
判
研
」
山
院
三
九
号
一
八
七
頁
以
下
〔
一
九
九
八
〕
)
。
近

時
、
前
掲
前
橋
地
判
平
成
八
年
二
一
月
三
日
の
控
訴
審
判
決
(
東
京
高
判
平
成
一
一
年
三
月
一

O
日
)
が
出
さ
れ
、
司
法
書
士
会
の
災
害
救
援
資
金
の

寄
付
を
目
的
の
範
囲
内
と
し
て
い
る
(
朝
日
新
聞
平
成
一
一
年
三
月
一
一
日
)
。

(
8
)

こ
う
し
た
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
中
島
茂
樹
「
判
批
」
法
教
一
九
二
号
九
七
頁
(
一
九
九
六
)
、
森
泉
章
「
判
批
」
判
評
四
五
七
号
三
六
頁

(
一
九
九
七
)
、
木
下
智
史
「
税
理
士
会
に
よ
る
政
治
献
金
と
会
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
」
法
教
一
九
八
号
別
冊
付
録
『
判
例
セ
レ
ク
ト
%
』
一
一

頁
(
一
九
九
七
)
、
渡
辺
康
行
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
一
一
三
号
二
ニ
頁
(
平
成
八
年
度
重
要
判
例
解
説
、
一
九
九
七
)
、
拙
稿
・
前
掲
注
(
7
)
「
法
人
の

目
的
の
範
囲
l
政
治
献
金
は
法
人
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
か
l
」
三

O
六
頁
、
甲
斐
道
太
郎
「
政
治
献
金
と
税
理
士
会
の
目
的
の
範
囲
」
リ
マ

l
ク
ス

一
五
号
一

O
頁
(
一
九
九
七
)
、
北
野
弘
久
『
税
理
士
制
度
の
研
究
』
二
四
二
頁
(
税
務
経
理
協
会
、
増
補
版
、
一
九
九
七
)
。
な
お
、
河
内
教
授
の
以

下
の
指
摘
は
重
要
な
の
で
、
こ
こ
に
引
用
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
「
た
と
え
運
動
を
推
進
す
る
た
め
で
あ
れ
、
議
員
や
政
党
な
ど
に
政
治
献
金
が
な

さ
れ
る
と
、
そ
の
お
金
は
運
動
以
外
の
目
的
に
使
わ
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
議
員
や
政
党
の
政
治
資
金
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
政
党

な
ど
に
政
治
資
金
を
寄
附
す
る
か
ど
う
か
は
各
構
成
員
の
自
主
性
が
最
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
[
紅
]
(
前
掲
最

判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
・
:
筆
者
注
)
の
判
旨
も
い
う
よ
う
に
、
政
党
な
ど
規
正
法
上
の
政
治
団
体
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
選
挙
に
お

け
る
投
票
の
自
由
と
表
裏
を
な
す
も
の
と
し
て
、
会
員
各
人
が
市
民
と
し
て
の
個
人
的
な
政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定

す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
従
っ
て
、
政
治
献
金
の
場
合
は
、
構
成
員
か
ら
臨
時
の
出
資
を
強
制
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
法
人
の
資
金
か
ら
支
出
す
る
こ
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（
9
）

（
1
0
）

と
も
、
法
人
の
資
金
は
構
成
員
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
は
り
許
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
［
31
］
で
は
、
具
体
的
に
は
、
構
成
員
か
ら

臨
時
の
出
資
を
強
制
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
政
治
献
金
は
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
法
人
の
資
金

か
ら
支
出
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
意
味
で
、
［
31
］
は
画
期
的
意
義
を
も
つ
判
決
で
あ

る
と
い
え
る
。
こ
の
判
決
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
政
党
な
ど
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
会
員
各
人
が
市
民
と
し
て
の
個
人
的

な
政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
の
場
合
に
も

同
様
に
い
い
う
る
こ
と
で
あ
る
。
本
判
決
の
趣
旨
が
、
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
の
場
合
に
も
生
か
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
」
（
河
内
・
前

掲
注
（
6
）
五
二
頁
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
の
調
査
官
解
説
も
、
本
判
決
の
判
断
は
、
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
法
人
に
基
本
的
に
妥
当
す
る
が
、

「
そ
の
ほ
か
の
公
的
性
格
を
有
す
る
各
種
法
人
の
政
治
献
金
の
問
題
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
す
の
み
な
ら
ず
、
前
記
の
と
お
り
、
法
人
の
活
動
と
そ
の

構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
の
問
題
に
つ
い
て
の
最
高
裁
と
し
て
の
極
め
て
重
要
な
判
断
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
「
公
的
性

格
を
有
す
る
各
種
法
人
」
「
法
人
の
活
動
と
そ
の
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
の
問
題
」
に
影
響
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
八
木
・
前
掲
注

（
7
）
一
六
四
頁
）
。

　
拙
稿
・
前
掲
注
（
7
）
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
－
政
治
献
金
は
法
人
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
か
ー
」
三
〇
二
頁
以
下
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
7
）
「
判
研
」

一
九
一
頁
以
下

　
診
旨
『
o
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O
o
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含
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W
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鶏
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曙

≦
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。
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8
蔓
堕
評
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ω
如
民
0
8
霞
o
＜
R
亀
N
O
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刈
（
0
8
閃
お
ω
ω
圃
8
巴
O
轟
旨
Φ
二
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一
8
N
y

＞
目
ω
●
寓
簿
器
貰
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o
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o
轟
8
勺
＞
9
き
α
男
a
段
巴
O
鋤
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冨
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磐
コ
惹
糞
ぎ
閃
冨
≦
ω
刈
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（
O
ぎ
毎
ヨ
ω
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o
寄
」
。
。
。
O
）
”
久
保
田
き
ぬ
子
「
ア
メ

リ
カ
の
政
治
資
金
規
正
法
」
ジ
ュ
リ
三
六
五
号
二
七
頁
以
下
（
一
九
六
七
）
、
石
田
栄
仁
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
規
正
制
度
の
改
革
と
憲

法
上
の
諸
問
題
（
其
の
一
）
」
法
と
秩
序
四
号
四
二
頁
以
下
（
一
九
七
三
）
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
一
九
七
一
年
の
連
邦
選
挙
運
動
法
』
制
定
経

緯
と
そ
の
後
の
動
向
」
比
較
法
政
五
号
一
頁
以
下
（
一
九
七
四
）
、
千
葉
武
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
制
度
の
改
革
」
現
代
の
エ
ス
プ
リ
「
選

挙
」
九
四
号
ニ
ニ
九
頁
以
下
（
一
九
七
五
）
、
鷺
坂
・
前
掲
注
（
4
と
四
頁
以
下
、
落
合
俊
行
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
選
挙
運
動
資
金
の
問
題
状
況

（
上
）
」
海
外
事
情
研
究
一
〇
巻
二
号
一
頁
以
下
（
一
九
八
三
）
、
時
澤
忠
「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
資
金
制
度
（
一
）
」
選
挙
四
〇
巻
七
号
一
四
頁
（
一
九

八
七
）
、
同
「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
資
金
制
度
（
二
）
」
選
挙
四
〇
巻
八
号
九
頁
以
下
（
一
九
八
七
）
、
大
泉
淳
一
「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
資
金
制
度
関
係
資
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と
も
、
法
人
の
資
金
は
構
成
員
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
は
り
許
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
[
出
]
で
は
、
具
体
的
に
は
、
構
成
員
か
ら

臨
時
の
出
資
を
強
制
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
政
治
献
金
は
法
人
の
目
的
の
範
囲
外
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
法
人
の
資
金

か
ら
支
出
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
意
味
で
、
[
担
]
は
画
期
的
意
義
を
も
っ
判
決
で
あ

る
と
い
え
る
。
こ
の
判
決
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
政
党
な
ど
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
会
員
各
人
が
市
民
と
し
て
の
個
人
的

な
政
治
的
思
想
、
見
解
、
判
断
等
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
の
場
合
に
も

同
様
に
い
い
う
る
こ
と
で
あ
る
。
本
判
決
の
趣
旨
が
、
会
社
や
労
働
組
合
の
政
治
献
金
の
場
合
に
も
生
か
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
」
(
河
内
・
前

掲
注
(
6
)
五
二
貰
)
。

と
こ
ろ
で
、
前
掲
最
判
平
成
八
年
三
月
一
九
日
の
調
査
官
解
説
も
、
本
判
決
の
判
断
は
、
強
制
加
入
団
体
で
あ
る
法
人
に
基
本
的
に
妥
当
す
る
が
、

「
そ
の
ほ
か
の
公
的
性
格
を
有
す
る
各
種
法
人
の
政
治
献
金
の
問
題
に
多
大
の
影
響
を
及
ぽ
す
の
み
な
ら
ず
、
前
記
の
と
お
り
、
法
人
の
活
動
と
そ
の

構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
の
問
題
に
つ
い
て
の
最
高
裁
と
し
て
の
極
め
て
重
要
な
判
断
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
「
公
的
性

格
を
有
す
る
各
種
法
人
」
「
法
人
の
活
動
と
そ
の
構
成
員
の
思
想
・
信
条
の
自
由
の
問
題
」
に
影
響
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
(
八
木
・
前
掲
注

(
7
)
一
六
四
頁
)
。

(9)

拙
稿
・
前
掲
注
(
7
)
「
法
人
の
目
的
の
範
囲
ー
政
治
献
金
は
法
人
の
権
利
能
力
の
範
囲
内
か
l
」
三

O
二
頁
以
下
、
拙
稿
・
前
掲
注
(
7
)
「
判
研
」

一
九
一
頁
以
下

(
叩
)
〉

E
E
D】刊の
O
円
包
色
。
旦
巴

-
o
p
n
m
g
M
)包
関
口
ヨ
ロ

mgnoFW問
。
円
白
一
〉
∞
。
ロ
円
。
号
。
。

r
N吋
l
ω
日
(
回
円
。
。

EDmω
宮

ω片山門戸注目。ロ司円。
ω
ω
L
3
3・
p
、向山弓

者
-
n。
F
D
o
p
n。
持
活

ω位。
s
-
n
ω
E宮
町
ロ
ヨ
ロ
山
口
わ
ゆ

ω
一
一
回
目
位
。
タ

2
2タ
自

己

(US可
2
2弓
お
l
ω
吋
(
わ
。
ロ
mBωω
向
。
ロ
巳
心

g
ユq
-
F
E
C
N
Y

〉
ロ
ロ
回
・
宮
内
広

g
m
F
n
o弓
。

g
g
吋
〉

(Uω
何
百
円
同
司
包

o
s
-
n
ω
B
E
-
mロ
ヨ
ロ
き
の
山
口
m
戸
山
者
∞
吋

I
N
N
S
g円
EHH
回
g
w
ω
L
C∞
∞
)
・
久
保
田
き
ぬ
子
「
ア
メ

リ
カ
の
政
治
資
金
規
正
法
」
ジ
ュ
リ
三
六
五
号
ニ
七
頁
以
下
(
一
九
六
七
)
、
石
田
栄
仁
郎
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
規
正
制
度
の
改
革
と
憲

法
上
の
諸
問
題
(
其
の
一
)
」
法
と
秩
序
回
号
四
二
頁
以
下
(
一
九
七
三
)
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
一
九
七
一
年
の
連
邦
選
挙
運
動
法
』
制
定
経

緯
と
そ
の
後
の
動
向
」
比
較
法
政
五
号
一
頁
以
下
(
一
九
七
四
)
、
千
葉
武
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
資
金
制
度
の
改
革
」
現
代
の
エ
ス
プ
リ
「
選

挙
」
九
四
号
一
三
九
頁
以
下
(
一
九
七
五
)
、
鷺
坂
・
前
掲
注
(
4
)
一
四
頁
以
下
、
落
合
俊
行
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
選
挙
運
動
資
金
の
問
題
状
況

(
上
こ
海
外
事
情
研
究
一

O
巻
二
号
一
頁
以
下
(
一
九
八
三
)
、
時
津
忠
「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
資
金
制
度
こ
)
」
選
挙
四

O
巻
七
号
一
四
頁
(
一
九

八
七
)
、
同
「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
資
金
制
度
(
二
)
」
選
挙
四

O
巻
八
号
九
頁
以
下
(
一
九
八
七
)
、
大
泉
淳
一
「
ア
メ
リ
カ
の
政
治
資
金
制
度
関
係
資

説呈ム
日間
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1
4

料 （ 二 ） 」 選 挙 四 三 巻 五 号 二 八 頁 以 下 （ 『 九 九 〇 ） 、 右 崎 正 博 「 ア メ リ カ に お け る 政 治 資 金 規 制 と 憲 法 論 － 企 業 献 金 の 禁 止 を 中 心

と し て 」 法 時 六 四 巻 一 一 号 二 五 頁 以 下 （ 一 九 九 二 ） 、 藤 本 一 美 「 ア メ リ カ の 政 治 資 金 」 日 本 選 挙 学 会 編 『 政 治 資 金 の 研 究 』 五 頁

以 下 （ 北 樹 出 版 、 一 九 九 三 ） 、 成 田 寛 文 「 主 要 国 の 選 挙 制 度 と 政 治 資 金 制 度 の 現 状 と 課 題 （ 四 ） ア メ リ カ （ 三 ） 1 政 治 資 金 規 制

の 諸 問 題 」 選 挙 四 九 巻 二 号 八 頁 以 下 （ 一 九 九 六 ） 、 平 井 伸 治 「 米 国 に お け る 選 挙 ・ 政 治 資 金 事 情 （ 二 ） 」 選 挙 四 九 巻 一 二 号 ｝ こ 頁

以 下 （ 一 九 九 六 ） 、 落 合 俊 行 『 ア メ リ カ 政 党 の 憲 法 学 的 研 究 』 一 四 九 頁 以 下 （ 法 律 文 化 社 、 一 九 九 六 ） 、 三 枝 一 雄 「 ア メ リ カ 」 明

治 大 学 政 治 資 金 研 究 会 編 ・ 前 掲 注 （ 1 ） 三 七 頁 以 下 、 藤 本 一 美 『 ア メ リ カ の 政 治 資 金 「 規 制 と 実 態 ヒ 六 頁 以 下 （ 勤 草 書 房 、 一 九

九 九 ）

　 こ う し た 状 況 に つ き 、 落 合 ・ 前 掲 注 （ 1 0 ） 「 ア メ リ カ に お け る 選 挙 運 動 資 金 の 問 題 状 況 （ 上 ） 」 四 頁 、 八 頁 参 照 。

　 一 斜 ω 什 蝉 け “ O N

　 原 文 は 以 下 の 通 り で あ る 。 す な わ ち 、 ↓ 『 簿 8 0 窪 o R 需 ① ヨ ロ o 網 8 象 夢 ① ひ q o 話 置 ヨ Φ 暮 鴇 9 。 ＝ お ρ 巳 お 9 お ∈ 霧 け 四 昌

巧 o 詩 剛 轟 ヨ き ぼ 鋤 昌 轟 薫 曳 鋤 包 8 0 8 鼠 げ 暮 Φ ○ 『 も 昌 鋤 身 ヨ o 器 く 団 o 『 層 ○ 一 一 鉱 o 巴 を 壱 o ω Φ ρ 8 構 ω 富 ＝ 帥 昌 毒 ○ 蒔 一 鑛 ヨ き げ ①

お B 。 ＜ 9 0 村 血 幽 ω 。 ぎ 旙 Φ 象 ・ ε ・ ま 8 一 8 巨 。 員 き α 鋤 昌 ・ 墜 。 R 。 『 Φ ヨ 三 〇 冨 Φ o P げ 。 磯 o ＜ ① 毎 日 ① 旨 毒 げ 。 ω 富 ＝ ・ 浮 ＆ ㊤ 恕 ぎ ω 茸 冨

實 ・ ≦ ω 一 8 ω o 噛 琶 の ω ① g 一 8 ω 冨 ＝ げ Φ 島 ω 邑 ω ω a 9 ① ω R ＜ 一 8 0 P 冨 d 鼻 ① α ω 什 蝉 一 ① ω ●

　 一 〇 ω 辞 曽 け 一 6 0

　 原 文 は 以 下 の 通 り で あ る 。 す な わ ち 、 留 o ふ ● ↓ ゲ 讐 呂 o 誘 象 ユ 〈 o o 建 8 お 9 ① ヨ 鳳 ○ 冨 霧 9 浮 ① d 三 冨 α ω 樽 簿 霧 づ 9 巷 ℃ 9 算 a

ξ 9 ① 牢 Φ ω こ Φ 鼻 註 9 爵 Φ 区 ＜ 一 8 蝉 且 8 霧 。 旨 o 眺 9 。 ω ① 尽 什 ρ 震 ① 冥 ・ 窪 耳 Φ q ヰ 。 B 『 。 2 ① ω 言 α q あ 一 く ぎ 讐 ρ o 吋 3 8 三 お ヰ ・ β

磐 冤 ・ 9 R 。 窪 。 R 。 ； ヨ 筥 o 冤 の ① 。 P 冨 の o ＜ ① ヨ ヨ ① 鼻 き く 筥 8 亀 。 『 窟 8 の 旨 冤 0 3 浮 ① コ 圧 轟 o ？ 巴 垢 団 o 『 o 。 ま 。 巴 を ∈ o ω Φ ω “

僧 邑 餌 昌 豊 9 0 窪 。 R ・ 峯 ヨ ℃ 一 。 器 ① 。 毛 ぎ ω 訂 ＝ o 浮 且 謎 巴 β ω 叶 浮 Φ 賓 ・ ＜ 芭 8 ω o 一 珪 の ω ① 鼠 。 霧 冨 ＝ σ ① 簿 8 8 α 凶 ω 。 ご 茜 a ヰ o ヨ

爵 Φ の ① 三 8 0 律 冨 d 鼻 ⑦ 伍 ω δ 簿 ① ω 5 且 冨 ω 富 ＝ 巴 ω o び ① α ① ① 菖 a 讐 ＝ 蔓 ・ 討 巨 ω α o ヨ 8 8 『 扇 ＆ 自 8 ミ 一 ＆ 8 浮 R ① o 房 訂 ＝ げ ①

浮 ＆ 営 鋤 霊 ヨ 8 叶 Φ 蓉 Φ 8 一 薦 睦 ＜ ① ご § 母 8 魁 o 一 一 9 参

　 Ω く ＝ ω R ≦ 8 寄 眺 ・ 『 ヨ ＞ g ・ 口 。。 。 。 ω る N ω 一 9 け 」 。 。 。 （ 冒 壼 曽 蔓 一 9 一 。。 。。 ω ）

　 政 治 献 金 に 関 す る 規 制 に つ い て の 原 文 は 以 下 の 通 り で あ る 。 す な わ ち 、 ω 塁 旨 ↓ ゲ 讐 8 ω 9 魯 8 0 『 浮 冥 8 窪 ＄ 江 ＜ ρ e

↓ ① 鼠 8 『 巨 U Φ 一 ① 覧 8 0 ｛ 浮 Φ O O 渥 お ω 9 0 『 ω 窪 簿 o 吋 ” 勾 8 お ω 窪 5 身 ρ o 『 U ① 一 ① 覧 8 Φ 一 Φ 。 ρ g 斡 昌 ○ 墜 8 吋 o 噌 ① ヨ 覧 ○ 岩 ① ○ 団 ① 一 夢 R

葉 (1!) J 間特園川綱同D\t1 11<1凪~fム C 1 ~長0)' W富岡世「トスb快 tl~ :b時古~~畑側報事AJ艇部纏-~判事'*鍾<9司Q縦~~苦-，~

AJ，....)い」現世1(g[唱。 11 日和 11 同 l叫~fム (1~~1!)' 機*1 判1く「ト穴=--，ミ Q醤現却IIl(~J rn*~担割ト糾~~!曙『主~~如、~Ql$駅』同 l眠

~lム(特E軍司盛， 1 ~~11 J)'世田制令< í制臨画Q刑判ト悪性~~~互理母IIl(~事制Q覇軍長人j撤回 Cg[)トス=--，ミ (11 J)一極~却IIl(~!!\君事

Q細E眼J~担割トg[~:llfp l1c\t1 <1眠Zミドー( 1 ~~i()' I井故老現「業回tl~ :b時制執ト・醤~綱相叫fg (l 1) J 刑判トgr~唱。 111 日川 11 f眠

~lム( 1 ~~1()'棟。鑑!と『ドスb吹醤択Q艇規制，韮毎日制 1 gr~1眠~ト(鴬魁科会ヨギ， 1 ~~1()' 111~ 1塑「トスb 吠」罫

程+<俳提言海如、~l$駅佃!襲・ ~ffii轄:出 ('"""")111 -\-1 1眠~fL-'機*1 鰍 nヘ穴=--，ミ Q主~~畑側「聴軍人j却K鎖Jj 1(1眠Zミト(鼠担ト制mllllS' 1 ~ 

~~) 

(::::) け小Jど器展tl0 相'捜~[j・ ~ffii聴:出(ヨ) í ト穴=--，そ tl~むの刑判ト姻歯銅剣Q~m回記属(ムDJ 国1眠r く1眠術i態。

(~) 14 Stat. 492 

匝わく坦~lムQ用c平J 1Q1'O。いお♀~' That no officer or employee of the government shall require or request any 

workingman in any navy yard to contribute or pay any money for political purposes， nor shall any workingman be 

removed or discharged for political opinion; and any officer or employee of the government who shal1 offend against the 

provisions of this section shall be dismissed the service of the United States. 

(自) 19 Stat. 169 

医科ti~lιQ用心平J 1QI'O O "'"将兵~' S配.6. That all executive officers or employees of the United States not appointed 

by the President， with the advice and consent of the Senate， are prohibited from requesting， giving to， or receiving from， 

any other officer or employee of the Government， any money or property or other thing of value for political purposes; 

and any such officer or employee. who shall offend against the provisions of this section shall be at once discharged from 

the service of the United States; and he shall also be deemed gui1ty of a misdemeanor， and on conviction thereof shall be 

fined in a sum not exceeding five hundred dollars. 

(苫) Civi1 Service Reform Act of 1883， 22 Stat. 403 (J anuary 16， 1883) 

(巳) 百三E鍾矧 tl~""' I'O~民事はわユド Q医科ti 2:ミトQ照'c\~1Q時 o "'"将兵~' S配. 11. That no Senator， or Representative， or 

Territorial Delegate of the Congress， or Senator， Representative， or Delegate elect， or any officer or employee of either 

匝
縛
Q
宰
E

Q
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川
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（ 1 6 ）

（ 1 7 ）

○ 房 巴 α ぎ 二 ω Φ ρ 曽 ＆ 8 ① 図 ① 8 賦 く ρ 甘 島 9 巴 讐 且 一 ぎ 蔓 る 『 轟 く 巴 o 建 o R 9 窪 ① q 鉱 叶 9 ω ＄ 9 ω る ＆ 8 0 一 ① 詩 o 同 ① ヨ 亘 o 鴇 ① 9 き 鴫

α 8 費 辞 ヨ 8 ρ ぼ き o げ g ど お 四 q o P げ Φ Φ × 0 2 試 く ρ 冒 象 o 巨 ” ○ 『 巨 一 富 曼 ○ 『 β 効 く 巴 ω R ≦ 8 0 津 ぽ d 註 8 α の 仲 簿 ① ρ ω 鼠 F 象 村 ① o け ξ

・ 二 邑 一 お 亀 ざ ω o 一 一 〇 評 o コ ① o Φ 一 ＜ ρ o 『 び ① 言 き く ヨ 四 ぎ R 8 ⇒ 8 毎 8 日 ω o 一 一 9 凶 鑛 o ＝ ① o ① 三 凝 る 昌 鋤 ω ω ① ω ω ヨ ① 昇 ω 号 ω R 昼 一 ・ p 9

8 昌 鼠 び 亀 8 団 ・ 『 蝉 昌 も o 洋 一 〇 巴 讐 ∈ o ω ① ≦ 富 ＄ ＜ ① び ヰ o ヨ 鋤 昌 o 霞 8 び 。 一 R F o 『 Φ ヨ 巳 o 巻 ① 9 豊 Φ O 鼻 a ω け 簿 Φ ω ” o 『 餌 蔓

血 Φ 冨 暮 B ① ヌ ぼ 磐 o プ 負 び 貫 Φ 霊 夢 R ① 9 0 ＝ 8 ヨ 鋤 昌 冨 お o 昌 お 8 三 轟 簿 昌 ω 巴 効 憂 o 憎 8 ヨ 唱 窪 ω 蝕 g 守 o ヨ ヨ o づ 2 の α ① ユ く 豊

ヰ o ヨ 浮 Φ 凝 8 豊 曙 9 跨 ① q 巳 ＄ α ω 貫 什 ① ψ

　 　 の 国 。 」 P ↓ ゲ 暮 8 ℃ R ω o づ 旨 四 一 江 昌 鋤 昌 『 ・ ○ ヨ o 目 び 巨 島 轟 0 8 壱 一 ① α 冒 夢 ① ＆ ω o ぎ 茜 Φ o 胤 o 融 凶 鼠 巴 α 旨 一 Φ ω 薯 ㊤ 昌 o 墜 o R o 『

Φ ヨ づ 一 〇 鴇 ① o 津 竃 d 巳 叶 9 ω け 四 什 ① の B Φ 呂 o 冨 象 昌 珪 ω 碧 け る 『 日 鋤 ξ 轟 く イ 通 昼 ｛ ○ 『 戸 o 同 震 の o 墨 ど ω o 一 § 江 p 効 昌 ヨ 薗 目 R 毛 冨 什 Φ ＜ 9

0 ＝ Φ 8 ぞ ① 鋤 昌 。 8 9 び ＆ g o ｛ ヨ 8 亀 o 『 餌 ミ o 跨 R 珪 轟 o 胤 く 巴 q ① 8 同 節 昌 唇 一 民 o 巴 2 壱 ○ ω ① 妻 び 簿 o ＜ ① 『 ●

　 　 ω 国 ρ 一 ω 。 Z O O 睡 8 『 ○ 『 の ヨ 覧 ○ 冨 Φ O P ゲ ① d 巳 8 α ω 蜜 ＄ ω 菖 ① 呂 8 a 一 昌 琶 の 碧 訂 冨 ＝ 9 ω 畠 巽 α Q p O 『 冥 ○ ヨ g ρ g 血 ① 鴨 ＆ ① も 『

言 ヨ 曽 § R g m お ① 浮 ① o 強 o 琶 『 鋤 嘗 o 『 8 ヨ ℃ 窪 ω 勉 ぼ 8 0 討 昌 o 跨 雲 o 睡 8 『 o 噌 ① ヨ 巳 昌 ① p O 『 冥 o 菖 の Φ 〇 二 ぼ 8 け 窪 ω 0 8 α o 猟 ○ 叶

笹 ＜ 一 鑛 o 『 証 跨 ぎ 一 ＆ 躍 o 『 器 笹 Φ 。 江 づ 磯 8 ヨ 畏 ① 斡 昌 0 8 鼠 び 暮 酌 8 0 眺 ヨ 8 亀 ○ 『 ○ 昏 R ＜ 巴 仁 呂 一 Φ 旨 鑛 眺 o 『 餌 昌 ℃ o ま 8 一 旨 壱 o の p

　 　 ω 問 p 一 麻 ・ ↓ 富 9 0 ・ 睡 8 き 。 一 R ぎ ・ 3 跨 ㊦ 壱 R ω o 巳 ロ 浮 ① ω 震 ＜ 一 8 0 ｛ 夢 Φ q 巳 什 ① α ω け 讐 Φ ω 落 巴 一 h 冨 o こ 矯 〇 二 且 冨 亀 ざ 咀 ＜ Φ o 『 げ 蝉 且

o ＜ R 8 m 昌 ○ 跨 R O 岳 8 ぴ o 一 ① 詩 ℃ o 『 唱 R ω 8 3 爵 o ω 角 ≦ 8 9 跨 ① q 巳 け 8 ω ＄ け Φ ρ 〇 二 〇 鋤 昌 ω 窪 讐 o 『 ○ 『 困 Φ B げ R o P ぽ 頃 o 霧 ①

9 罐 質 Φ ω Φ 旨 m 江 ＜ ① ω も 円 ↓ ① 三 8 ユ 的 一 U Φ 一 畠 魯 ρ 鋤 昌 日 8 亀 o 同 o 夢 霞 く 巴 猛 獣 Φ 琶 鑛 8 8 。 o 琶 叶 9 0 N 8 び Φ 碧 讐 9 8 夢 ①

冥 o 日 〇 二 8 0 胤 彊 昌 ℃ o 一 三 8 一 〇 9 ① 辞 名 鼠 ＄ ＜ Φ 噌 ●

　 　 ω 国 ρ 一 ㎝ 、 ↓ げ 讐 ㊤ 昌 ℃ R ω 8 ゑ ぎ の 富 一 一 げ ① 讐 自 一 賓 9 〈 一 〇 一 簿 言 磯 鋤 昌 鷲 o ＜ 一 ω 一 8 0 ｛ 筈 Φ 胤 o 貫 眺 ・ お 磯 o 営 ひ q ω o 。 鉱 o o の 警 毘 び 。 α ① Φ ヨ ① 儀

α
q 邑 蔓 o 職 鋤 巨 毘 Φ ヨ ＄ 8 『 ” 蝉 ＆ ω 冨 一 押 ○ 昌 8 箋 § 一 8 跨 Φ お 9 び Φ を a ω 『 a 冴 鋤 胤 ぎ ① 8 什 Φ × 8 ① 岳 轟 識 ＜ o 跨 o q ω 餌 ＆ q o 一 一 碧 9 9

ξ 巨 質 凶 ω 8 B ① p 焦 ・ 岳 8 吋 B 8 3 図 8 0 9 轟 夢 『 ① Φ 器 巽 ρ ・ 吋 薯 ω 8 三 ぎ ① 蝉 ＆ ぎ 鼠 の 8 舅 ① 馨 び 0 9 ぎ 夢 0 9 ω R ＆ 8 0 団 け 冨 8 貫 ¢

　 　 こ う し た 状 況 に つ き 、 落 合 ・ 前 掲 注 （ 1 0 ） 「 ア メ リ カ に お け る 選 挙 運 動 資 金 の 問 題 状 況 （ 上 ） 」 五 頁 、 藤 本 ・ 前 掲 注 （ 1 0 ） 『 ア メ

リ カ の 政 治 資 金 「 規 制 と 実 態 ヒ 四 三 頁 、 フ ラ ン シ ス ・ ラ ッ セ ル （ 渡 辺 恒 雄 監 訳 ） 『 大 統 領 を 創 っ た 人 々 』 三 三 頁 （ 政 治 広 報 セ ン

タ ー 、 一 九 七 六 ） 参 照 。

　 　 齪 一 冒 き ＞ 9 0 コ 。 。 凶 認 ω 6 異 。 。 総 （ 冒 壼 胃 望 N ρ 一 。 。 刈 ）

of said houses， and no executive， judicial， military， or naval officer of the United States， and no clerk or employee of any 
"'i' 

お department，branch or bureau of the executive， judicial， or military or naval service of the United States， shall， directly 

漏 orindirectly， solicit or receive， or be in any manner concerned in soliciting or receiving， any assessment， subscription， or 

contribution for any political purpose whatever， from any officer， clerk， or employee of the United States， or any 

纏 department，branch， or bureau thereof， or from any person receiving any salary or compensation from moneys derived 

from the Treasury of the United States. 

SEC. 12. That no person shall， in any room or building occupied in the discharge of official duties by any officer or 

employee of the United States mentioned in this act， or in any navy-yard， fort， or arsenal， solicit in any manner whatever， 

or receive any contribution of money or any other thing of value for any political purpose whatever. 

SEC. 13. No officer or employee of the United States mentioned in this act shall discharge， or promote， or degrade， or 

in manner change the official rank or compensation of any other officer or employee， or promise or threaten so to do， for 

giving or withholding or neglecting to make any contribution of money or other valuable thing for any political purpose. 

SEC. 14. That no officer， clerk， or other person in the service of the United States shall， directly or indirectly， give or hand 

over to any other officer， clerk， or person in the service of the United States， or to any Senator or Member of the House 

of Representatives， or Territorial Delegate， any money or other valuable thing on account of or to be applied to the 

promotion of any political object whatever. 

SEC. 15. That any person who shall be guilty of violating any provision of the four foregoing sections shall be deemed 

guilty of a misdemeanor， and shall， on conviction thereof， be punished by a fine not exceeding five thousand dollars， or 

by imprisonment for a term not exceeding three years， or by such fine and imprisonment both， in the discretion of the court. 

(記 }JAC¥，....J収集思U0初 r 健司ロ・ 1冨轄:出(宮) 1\ヘス=---t司 U .îq:!;;>時刑判H型踊畑側G~腿詳馬(斗)J 同!眠F 機*・ 1冨轄:出(~) rトス

=---1弐 Q主~~細側「耳悪事ÀJ却1く錨JI m111¥眠， t'\1ト入;~ tく・ 1トト今J ，ミ(蝉尽i~糧制揺) W-lく握騨4年1遍わ+2-<々 j1111111眠(恒理国騨与J入

、，・~-tJ i() 4持~陸。

(口) Tillman Act of 1907， 34 Stat. 864 (January 26， 1907) 



26
5政

治
献
金
と

法
人
の
目
的
の
範
囲

（ 1 8 ）

（ 1 9 ）

（ 2 0 ）

　 　 一 九 〇 四 年 の 大 統 領 選 挙 に お い て 、 選 挙 資 金 の 公 開 の 運 動 が 始 ま り 、 そ う し た 運 動 が 広 ま る 中 で 、 そ う し た 運 動 の 直 接 の 結 果

と し て テ ィ ル マ ン 法 が 制 定 さ れ た こ と を 指 摘 す る も の と し て 、 ℃ R 蔓 ω Φ ぎ o 鼻 園 ① ε 旨 8 留 R 9 評 旨 寓 男 琶 房 図 図 ≦ 魯 器 ρ

（ 一 。 曽 ）

　 　 竃 ω け 象 。 O o 竃 － o o 額

　 　 原 文 は 以 下 の 通 り で あ る 。 す な わ ち 、 ↓ 『 簿 詳 警 巴 圏 び Φ § 富 ≦ 賞 ＝ 9 餌 昌 轟 識 ○ 昌 巴 び き F 9 鋤 昌 8 壱 ○ 轟 賦 8 0 彊 き 冒 8 ξ

き 跨 9 q o 霊 昌 ご 壽 o 園 O o 凝 お ω ω ｝ 8 日 接 Φ 鋤 B o 器 『 8 鼻 旨 呂 8 ぎ 8 目 o ＆ 8 惹 爵 餌 昌 o 一 ① ＆ ○ 馨 o 蝉 昌 8 一 窪 8 一 〇 窪 8 ．

一 劣 冨 一 冨 一 ω o び 。 巨 一 鋤 惹 三 8 量 昌 8 唇 ・ 轟 け 一 8 ゑ 冨 器 ＜ R 8 ヨ 鋤 ぎ 四 B 8 亀 8 昌 鼠 び ＆ 8 ぎ 8 目 。 ＆ 9 ＆ 夢 9 昌 Φ 一 ① 鼠 8 緯

巧 匡 昌 零 Φ ω 置 Φ 呂 巴 四 ＆ く 一 8 － 零 Φ ω こ ① 導 巨 o 一 8 8 お o 轟 園 8 お ω Φ 旨 慧 ＜ ① 置 0 8 鴨 o ω ω 一 ω 一 〇 σ ① ＜ o け 。 段 0 3 3 ξ の 一 ① ＆ 8 ξ m 昌

望 簿 巴 畠 一 ω 算 ξ 。 ・ ｛ 蝉 d 昌 ぎ α ω ＄ 塞 ω ① 墨 8 き 穿 Φ 蔓 8 6 ・ 峯 け 一 8 ≦ 窯 9 ω 冨 ＝ ヨ 畏 ① 磐 國 8 昌 鼠 び 註 。 三 づ ＜ 一 〇 再 圃 ・ 昌 。 ｛ 甚 ①

8 お α q ・ 一 轟 頃 。 ＜ 圃 ω 一 8 ω ω げ 毘 び ① ω 暮 」 。 g 8 ” 旨 Φ p ・ g 図 8 a ぎ ひ q 穿 ① 浮 。 仁 ω ◎ ＆ α o 一 再 ω 届 ＆ ① く ① 曼 ・ 窪 。 R ・ 『 爵 Φ g ・ 同 o 討 昌

8 壱 。 『 豊 8 名 ぎ ω 富 ＝ 8 昌 ω ① 算 8 四 昌 8 旨 き 旨 8 ξ 浮 の 8 吋 ℃ 。 『 呂 ・ 三 づ ＜ 一 。 算 一 9 ・ 眺 浮 象 ・ お α q ・ 凶 づ 磯 冥 。 ＜ 圃 ω 一 8 ω ω ぎ ＝ 后 8

8 毫 一 ＆ 8 び ① 冨 巳 ω げ a び 曳 効 旨 ① o 噛 蓼 ざ 蓉 8 象 轟 ○ 器 跨 ・ 萄 四 ＆ 鋤 且 8 二 Φ ω ω け 鼠 p 薯 o げ § 辞 a 曽 邑 窪 蔓 α ○ 一 再 ρ o 『 ξ

首 曾 ω 8 ヨ 9 江 ○ 『 葺 R ヨ o ｛ 8 け B O お 浮 き o 器 巻 貰 o 吋 ぴ ○ 浮 霊 畠 旨 Φ 餌 ＆ 巨 鷺 凶 ω 8 ヨ ① 暮 ぎ 爵 Φ 勢 R ① 叶 凶 8 0 ｛ 9 ① 8 霞 け

　 　 O 巳 け a ω ＄ 8 ω ＜ 。 O O 轟 お ω ω ○ ＝ 且 島 鼠 巴 9 覧 巳 N 蝕 8 ω る 。 。 ㎝ d φ ε 9 昌 ω （ 一 濾 。 。 y な お 、 第 二 の ね ら い は 、 少 数 派 の 株 主 の 政

治 的 自 由 の 保 護 を 図 る こ と に 通 ず る の で 、 原 文 （ 夢 ① 8 呂 渥 9 象 8 唇 ○ 轟 鼠 ○ 睡 o 芭 ω げ ＆ 昌 o ヨ o 轟 ＝ 凝 日 8 霧 ① 8 唇 o 量 8

誉 且 ω 噺 9 8 簿 鼠 げ 暮 一 9 8 8 一 庄 8 一 冨 旨 一 Φ の 笥 凶 跨 o 暮 跨 Φ 8 房 ① 旨 亀 跨 Φ ω 8 0 浮 ○ 匡 R の ） を 引 用 し て お く 。

　 　 お ω 富 け 一 〇 起

　 　 原 文 は 以 下 の 通 り で あ る 。 す な わ ち 、 ω 国 ρ 竃 o 。 9 犀 一 ω 目 昼 名 蜜 一 8 『 蝉 昌 轟 餓 8 巴 げ き F 9 き 網 8 壱 o 毒 ユ 8 0 お き 冒 ＆ び 図

窪 爵 9 蔓 ○ 討 ξ 一 ㊤ 毒 ・ 眺 O O 鑛 お ω ρ 8 B 畏 ① 餌 8 暮 ユ び ＆ 〇 三 旨 8 目 ① ＆ 8 ＆ 浮 鋤 昌 Φ 一 Φ ＆ 〇 三 〇 餌 昌 ℃ o ま o 巴 o 睡 o ρ 〇 二 〇 惹 昌

8 ∈ o 轟 酔 一 8 ≦ 訂 一 ① ＜ ① 二 〇 ヨ 葵 ① 四 8 昌 鼠 9 け 一 8 ぎ 8 唇 ① ＆ 8 三 跨 鋤 昌 Φ 一 8 け 一 〇 昌 簿 類 匡 魯 凛 ① ω こ ① 昌 一 巨 き α く 一 8 震 Φ ω こ ① 旨 一 巴

色 Φ 0 8 お o 『 餌 ω Φ 墨 8 困 o 『 勾 8 お の ① 暮 呂 ＜ Φ 貫 o 『 帥 O o 一 ① ひ Q 簿 Φ ○ 吋 寄 ω こ の 旨 O O ヨ 邑 ω ω 一 8 R 什 p O o 轟 お の ω 9 3 8 び ① ＜ o け ① α 8 さ ○ 『

団 o 『 餌 昌 8 且 こ 魯 ① も ○ 一 庄 o 巴 8 B 巨 け 8 ρ ○ 『 ○ 夢 R ℃ R ω ○ ⇔ 8 帥 0 8 讐 ・ 『 お 8 一 ＜ ① 鋤 昌 8 葺 ユ び 旨 一 8 冥 ○ 臣 玄 け a ξ 珪 ω ω ① ＆ 8 。

国 ＜ Φ 蔓 8 ∈ o 『 呂 8 毒 露 魯 B 舞 Φ ω ㊤ 身 8 暮 島 ＆ o 巳 昌 ≦ o 一 辞 一 8 0 ｛ 登 の ω ① g 一 8 ω 『 巴 一 び ① 嘗 8 き 一 ヨ o お 爵 9 。 昌 賃 。 。 。 恥 き 血 ① ＜ Φ 蔓

l~O国社Q+<握騨刑判~と，l，\.q; い F F型特銅剣Q(~~Q姻掘為寝ìh\.c、， ~.ní\...)ど姻繭為恒例r-Q1t-下)' ~~í\...)ど捌葡Q回戦Q捜担任

，JJ...)ド 1トヤ会?入規為事{同相兵~トJ 心 4年j 担轄~r-Q，..í) Q ，JJ...)い， Perry Belmont， Return to Secret Party Funds XXVi et seq. 

(1927) 

(出) 34 Stat. 864-865 

匝わ<ti~}ムQ用心手)~r-Q O ~~~ミ-\-0' That it shalI be unlawful for any national bank， or any corporation organized by 

authority of any laws of Congress， to make a money contribution in connection with any election to any political office. 

1t shalI also be unlawful for any corporation whatever to make a money contribution in connection with any election at 

which Presidential and Vice-Presidential electors or a Representative in Congress is to be voted for or any election by any 

State legislature of a United States Senator. Every corporation which shal1 make any contribution in violation of the 

foregoing provisions shall be subject to a fine not exceeding five thousand dollars， and every officer or director of any 

corporation who shall consent to any contribution by the corporation in violation of the foregoing provisions shall upon 

conviction be punished by a fine of not exceeding one thousand and not less than two hundred and fifty dollars， or by 

imprisonment for a term of not more than one year， or both such fine and imprisonment in the discretion of the court. 

(~) United States v. Congress of 1ndustrial Organizations， 335 U.S.106， 113 (1948)， ~~'撫11Q~心ユ虫F ぞれま延長Q挙制Q恒

~右四団Qg長糊必1図的トJ 心 tl用可眠時 Q 早J' 医科 (the feeling that corporate officials had no moral right to use corporate 

funds for contribution to political parties without the consent of the stockholders) 会J jtr;t!E...)ド~"V'。

(気) 43 Stat. 1074 

匝わく坦~}ムQ明'c\~~r-Q。いお~-\-0' SEC. 313. It is unlawful for any national bank， or any corporation organized by 

authority of any law of Congress， to make a contribution in connection with any election to any political office， or for any 

corporation whatever to make a contribution in connection with any election at which presidential and vice presidential 

electors or a Senator or Representative in， or a Delegate or Resident Commissioner to， Congress are to be voted for， or 

for any candidate， political committee， or other person to accept or receive any contribution prohibited by this section. 

Every corporation which makes any contribution in violation of this section shall be fined not more than $5，000; and every 
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論

　 　 　 ○ 霞 8 『 ○ 『 島 お g o 吋 0 3 昌 8 壱 o 蚕 叶 一 8 名 げ o 。 8 ω 窪 什 ω 8 9 還 。 8 9 げ ＆ 8 ξ 9 。 8 円 ℃ o s 一 一 〇 三 づ く 陣 o 毎 一 8 0 胤 叶 霞 ω ω 0 9 一 g ω 富 ＝

　 　 　 び o 山 8 血 8 汁 ヨ ○ お 夢 睾 鎗 ｝ O 。 ρ ○ 『 冒 冥 一 ω 8 9 8 什 ヨ ○ 賊 ① 島 き 8 ① 図 8 お ○ 『 び o 野

（ 2 1 ） 　 こ う し た 状 況 に つ き 、 落 合 ・ 前 掲 注 （ 1 0 ） 「 ア メ リ カ に お け る 選 挙 運 動 資 金 の 問 題 状 況 （ 上 ） 」 六 頁 参 照 。

（ 2 2 ） 　 宮 沢 俊 義 1 1 鈴 木 竹 雄 目 石 井 照 久 H 矢 沢 惇 目 吉 田 昂 「 会 社 の 政 治 献 金 」 ジ ュ リ ニ 七 四 号 二 〇 頁 〔 石 井 発 言 〕 （ 昭 三 八 ）

（ 2 3 ） ミ 巽 冨 び o 吋 U 善 葺 Φ の ＞ 9 0 一 一 。 轟 鴇 ω 鼠 叶 」 ① ω

（ 2 4 ） ↓ 四 津 － ＝ 費 什 一 ① 網 》 9 0 0 。 ミ る 一 ω ＄ け H 。 。 ① （ 甘 器 鐸 一 。 ミ ）

（ 2 5 ） ① 一 ω ＄ け 一 ㎝ O 山 ① O

　 　 　 　 　 原 文 は 以 下 の 通 り で あ る 。 す な わ ち 、 留 ρ ω 宝 あ 8 菖 8 階 ω 9 け 冨 男 a R 巴 O 震 毎 冥 零 8 二 8 の 訪 9 一 8 父 O φ ○ 篇 濾 O ＆ 三 〇 P

　 　 　 葺 一 ① ρ ω Φ ρ 田 ど ω 8 ㌘ く 導 蜂 一 ① ㎝ ρ ＞ 薯 ‘ ω ① ρ ま 。 。 ） ｝ 器 曽 ヨ 窪 α 豊 」 の ㊤ 目 Φ ＆ 亀 8 お ＆ 霧 剛 o 一 一 〇 ≦ の ”

　 　 　 　 　 ． ． ω 国 ρ ω 一 。 。 ● 一 江 の § ご 註 巳 団 ・ 吋 餌 昌 轟 貯 一 8 巴 び き ぎ ・ 『 曽 昌 8 6 0 鋸 け 一 8 0 鑛 ㊤ 巳 N a ξ 讐 什 び ＆ な ○ 眺 曽 ξ 一 曽 毛 9 9 躍 お ω ω 暮 o

　 　 　 B 爵 o 餌 8 日 ユ σ ＆ 8 0 吋 Φ 図 0 8 島 g お 言 8 目 8 け 一 8 註 跨 僧 身 ① 囲 Φ ＆ 8 8 鋤 昌 ℃ o 一 筐 o 巴 o ｛ 旨 ρ 〇 二 旨 8 暮 Φ 亀 g 識 跨 曽 ξ

　 　 　 質 ぎ 僧 蔓 Φ 一 〇 ＆ 8 0 『 ℃ ○ 一 識 o 巴 。 8 ＜ Φ 昌 g g 8 8 二 ω 冨 一 舞 o ω o 一 Φ g 8 民 こ 鉾 Φ ω ｛ o 『 ㊤ 昌 も o 一 往 o 巴 o 窪 o ρ 〇 二 〇 轟 昌 8 后 o 量 一 一 8

　 　 　 妻 冨 け o ＜ ① び o 『 鋤 昌 一 魯 ○ 同 ○ 鑛 讐 一 N 蝕 g 8 B 鋤 ぎ 餌 o g 9 ど 餓 8 0 『 ① 巻 の 包 巨 お ぼ 8 暮 Φ ＆ 8 ＆ 島 曽 ξ ① 一 〇 ＆ 8 讐 ≦ 窪 9

　 　 　 零 Φ ω こ Φ 艮 巨 m 鼠 ≦ 8 ℃ 『 Φ ω 箆 ① 響 巨 ① 一 ① 9 0 参 o 吋 四 ω ① 量 8 噌 o 『 園 ① 鷺 ① ω Φ 旨 讐 一 ＜ 2 P O 目 餌 U ① 一 〇 鴨 8 0 『 開 Φ ω 崔 ① 昌 O o ヨ 鼠 ω 巴 8 R 8

　 　 　 0 0 轟 お ω ω 巽 ① 8 び ① ＜ ○ け a 噛 ○ き 〇 二 づ 8 壼 ① 鼠 8 ＆ 9 餌 蔓 冥 首 9 蔓 Φ 一 ① ＆ 8 0 噌 も o 剛 凶 寓 8 一 8 薯 ① 暮 凶 8 0 吋 8 二 2 ω ぎ 罷 8 ω ① 一 ① g

　 　 　 8 且 置 象 ① 絵 ○ 『 鋤 昌 o 剛 浮 Φ 暁 ○ お ひ q O ぎ ひ q o 墜 8 ρ 〇 二 〇 『 四 蔓 8 ＆ 置 暮 ① も o 一 一 菖 8 一 8 旨 巨 菖 Φ ρ o 『 o 跨 R ℃ ① お 8 8 四 8 8 け o コ ㊦ 8 一 ＜ Φ

　 　 　 ㊤ 身 8 算 ユ げ 琶 8 凛 〇 三 獣 叶 8 冴 け ビ ω ω ① ＆ O p 国 ＜ Φ 貸 8 ∈ o 轟 叶 一 〇 昌 〇 二 ぎ o 『 o 茜 き 一 N 曽 け 凶 8 妻 窪 9 ヨ 葵 Φ ω 頭 昌 0 8 叶 ユ ど 菖 8 0 噌

　 　 　 Φ 誉 Φ 且 ぎ お ぎ ≦ ○ 毎 一 8 0 眺 跨 幽 ω ω ① ＆ 8 の 冨 ＝ び Φ 胤 嘗 9 8 叶 3 0 お 匪 き 諭 ” 。 。 。 恥 鋤 ＆ ① ＜ ① 蔓 ○ 墜 8 3 ＆ 冨 g o 『 o 討 p 密 8 壱 o 墨 け 一 〇 p

　 　 　 O 『 ○ 窪 。 R o 協 鋤 昌 一 9 。 げ o 『 o お き 一 N ＆ o p ≦ げ 0 8 房 ① 再 ω 8 鋤 身 。 8 鼠 げ ＆ o 昌 o 『 Φ る Φ ＆ 一 g お ξ 爵 ① 8 ∈ ○ 轟 け 一 8 0 二 筈 9

　 　 　 0 蒔 き ぽ 讐 o p 霧 岳 Φ 8 ω ① ヨ 電 び ρ ぎ ＜ 一 〇 一 善 8 0 P び 一 の ω ① o 畝 8 の 訂 ＝ げ 巴 ぎ a 8 け B o お § き 曽 b 。 。 ○ 『 巨 寝 一 ω o 幕 象 ○ 『 8 什 ヨ 0 8
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officer or director of any corporation who consents to any contribution by the corporation in violation of this section shall 
<.0 

~ be fined not more than $1，000， or imprisoned not more than one year， or both. 

漏 (民) リ小.-J~~手属はわ初F 楳~[[・ iffii聴:出(;::;) 1\\\=" -1ミ!2.)q:1;)時刑判H制面持IIl(4Þ-I Q~m国若手馬(斗)J 1(1眠術監。

(~) 脚緊迫己榔=議*=Þ塑二回北陸そく=.l:K民世=佃田町 1~14柑Q書記海鍾制J ~\吋="1 1-¥J国n]l11101眠〔岡牧民間11m)(堕111<)

縮(~) War Labor Disputes Act of 1943， 57 Stat. 163 

(認) Taft-Hartley Act of 1947， 61 Stat. 136 (June 23，1947) 

(民) 61 Stat. 159-160 

国王争〈坦 Zミ 1ムQ用.afJ時時。 ~~4ミ-\0' SEC. 304. Section 313 of the Federal Corrupt Practices Act， 1925 (U.S.C.， 1940 edition， 

title 2， sec. 251; Supp. V， title 50， App.， sec. 1509)， as amended， is amended to read as follows: 

“SEC. 313. It is unlawful for any national bank， or any corporation organized by authority of any law of Congress， to 

make a contribution or expenditure in connection with any election to any political office， or in connection with any 

primary election or political convention or caucus held to select candidates for any political office， or for any corporation 

whatever， or any labor organization to make a contribution or expenditure in connection with any election at which 

Presidential and Vice Presidential electors or a Senator or Representative in， or a Delegate or Resident Commissioner to 

Congress are to be voted for， or in connection with any primary election or political convention or caucus held to select 

candidates for any of the foregoing offices， or for any candidate， political committee， or other person to accept or receive 

any contribution prohibited by this section. Every corporation or labor organization which makes any contribution or 

expenditure in violation of this section shall be fined not more than $5，000; and every officer or director of any corporation， 

or officer of any labor organization， who consents to any contribution or expenditure by the corporation or labor 

organization， as the case may be， in violation of this section shall be fined not more than $1，000 or imprisoned for not more 

than one year， or both. For the purposes of this section 'labor organization' means any organization of any kind， or any 

agency or employee representation committee or plan， in which employees participate and which exists for the purpose， 

in whole or in part， of dealing with employers concerning grievances， labor disputes， wages， rates of pay， hours of 



2
67

政
治

献
金

と
法

人
の

目
的

の
範

囲

27
26

29
28

（ 3 0 ）

Φ B 覧 ○ 矯 ヨ g 甘 o 『 8 包 一 賦 o β ω 9 名 o 詩 ’ ． ．

　 司 9 R 巴 田 8 二 8 0 四 ヨ B 蒔 昌 ＞ o け ○ ｛ 一 零 一 ” o 。 ① ω ＄ け o 。 （ 問 9 笙 四 蔓 8 一 〇 認 ）

　 こ う し た 状 況 に つ き 、 審 霞 網 い ω ぎ 緯 o ㌔ ＞ ○ ℃ ○ 薯 国 勾 」 房 箆 Φ 島 ① ミ 9 匡 9 ℃ o 一 庄 8 一 》 ＆ 8 0 0 ヨ 邑 δ け 8 医 （ 妻 ● ミ ’ Z o 暮 8

卸 O o ヨ 冨 昌 口 。 o 。 ㎝ y 落 合 ・ 前 掲 注 （ 1 0 ） 「 ア メ リ カ に お け る 選 挙 運 動 資 金 の 問 題 状 況 （ 上 ） 」 六 頁 参 照 。

　 こ う し た 状 況 に つ き 、 時 澤 ・ 前 掲 「 ア メ リ カ の 政 治 資 金 制 度 （ 二 ） 」 注 （ 1 0 ） 九 頁 参 照 。
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employment， or conditions of work." 

(お) Federal Election Campaign Act of 1971， 86 Stat. 3 (February 7， 1972) 

(お ~J A0，....Jど詳思uc可制， LarryJ. Sabato， PAC POWER: Inside the World of Political Action Committees 4 (W. W. Norton 

& Company， 1985)，陳佃・~ê;鞄組(ヨ) ítヘスh快 U~:b時刑判ト刑菰畑4Þ-! Ql[!閥単嵐(斗)J K固執陸。

(~) U^0 ，....Jど 4手足U (ì劫'()'世般・~ê;思「トス::'\-1そ Q部~却(4時事幽 (1 ]) J 紺 (~)~I眠術皆;。

(~) ~吋包， 1 ~11Hく叶 U' 眠，同組為4日記Q阿l話国:!:lrr~聴縮，....J+2 iBook of the Democratic Convention of 1936J ..¥J S. A0-Sltトド

必Jヨヨ盛Jど心身'()' 11宝Q垣漣為11~ム会同O収入ム Q.w Q ，q心 1 OO~;ミド!{ð.w Q制下J 4Q.a' i::1:!:lrr宴会l相~ど監相当 11 同~~ムーミ日

制J記。昭判択.w唱〈毘紙.w' 1 兵K国社ト階特4尚早J g[叶.~J ..\J U' 1 <ーら苦nど心同OOO~ム会~!{ð41t~i::1:!:l口会1舗がい-Sltトド~ヨヨ盛

Jド相どo ..¥J.a♀:b' 1 ~1(田崎Q1<握躯刑判トレヨn~割Jどふ，)モトャ世担当， 1 0<' ~j\司nよ~.a Q íi::1:!:lロヨ主」為 1~同OOO~ムミミムJ

s. A0-S車トト~献!と，....J' ii::1:!:lrr:o;:J '?:!むや 100~~ 会..\J s. A0frnK1<.\;:6~話相会J 4Q:t:いユ+2 0 け A0 ，....Jどま手~U (ì初'健司E ・~ê;聴組(ヨ)

「ト穴::'\-R U~ :b!{ð刑判ト捌面持IIl(4Þ-! Ql[!自国器展(斗 )J K固執盤。

(g) 86 Stat. 10 

医科当~}ιQ照心下J 4Q!{ð。いお4ミ+0' S配.205. Section 610 of title 18， United States Code， relating to contributions or 

expenditures by national banks， corporations， or labor organizations， is amended by adding at the end thereof the following 

paragraph: 

“As used in this section， the phrase ‘contribution or expenditure' shall include any direct or indirect payment， distribu-

tion， loan， advance， deposit， or gift of money， or any services， or anything of value (except a loan of money by a national 

or State bank made in accordance with the applicable banking laws and regulations and in the ordinary course of business) 

to any candidate， campaign committee， or political party or organization， in connection with any election to any of the 

offices referred to in this section; but shall not include communications by a corporation to its stockholders and their 

families or by a labor organization to its members and their families on any subject; nonpartisan registration and get-

out-the-vote campaigns by a corporation aimed at its stockholders and their families， or by a labor organization aimed 

at its members and their families; the establishment， administration， and solicitation of contributions to a separate 
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segregated fund to be utilized for political purposes by a corporation or labor organization : Provided， That it shall be 
αコ
お unlawfulfor such a fund to make a contribution or expenditure by utilizing money or anything of value secured by physical 

濡 force，job discrimination， financial reprisals， or the threat of force， job discrimination， or financial reprisal; or by dues， fees， 

or other monies required as a condition of membership in a labor organization or as a condition of employment， or by 

纏 moniesobtained in any commercial transaction." 

(同) Federal Election Campaign Act Amendments of 1974， 88 Stat. 1263 (October 15， 1974) 

(包) 88 Stat. 1272 

国王わ<~~)ムQ照.a\ZJ4Qゅ。 いお」ミ+0'S配. 103. Section 611 of title 18， United States Code， relating to contributions by 

firms or individuals contracting with the United States， is amended by adding at the end thereof the following new 

paragraphs: 

“This section does not prohibit or make unlawful the establishment or administration of， or the solicitation of contribu-

tions to， any separate segregated fund by any corporation or labor organization for the purpose of influencing the 

nomination for election， or election， of any person to Federal office， unless the provisions of section 610 of this tit1e prohibit 

or make unlawful the establishment or administration of， or the solicitation of contributions to， such fund. 

“For purposes of this section， the term 'labor organization' has the meaning given it by section 610 of this title.". 

(お) Buckley v. Valeo， 96 S. Ct. 612 (1976) 

(認) Federal Election Campaign Act Amendments of 1976， 90 Stat. 475 (May 11， 1976) 

(沼) 90 Stat. 490-492 

国益軒~ZミトQ賠l.a早)4Q~。い将兵+0'“Sec. 321. (a) It is unlawful for any national bank， or any corporation organized by 

authority of any law of Congress， to make a contribution or expenditure in connection with any election to any political 

office， or in connection with any primary election or political convention or caucus held to select candidates for any 

political office， or for any corporation whatever， or any labor organization， to make a contribution or expenditure in 

connection with any election at which presidential and vice presidential electors or a Senator or Representative in， or a 
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Delegate or Resident Commissioner to， Congress are to be voted for， or in connection with any primary election or political 

convention or caucus held to select candidates for any of the foregoing offices， or for any candidate， political committee， 

or other person knowingly to accept or receive any contribution prohibited by this section， or any officer or any director 

of any corporation or any national bank or any officer of any labor organization to consent to any contribution or 

expenditure by the corporation， national bank， or labor organization， as the case may be， prohibited by this section. 

“(b) (1) For the purposes of this section the term ‘labor organization' means any organization of any kind， or any agency 

or employee representation committee or plan， in which employees participate and which exists for the purpose， in whole 

or in part， of dealing with employers concerning grievances， labor disputes， wages， rates of pay， hours of employment， or 

conditions of work. 

“(2) For purposes of this section and section 12 (h) of the Public Utility Holding Company Act (15 U.S.C. 791 (h))， the term 

‘contribution or expenditure' shall include any direct or indirect payment， distribution， loan， advance， deposit， or gift of 

money， or any services， or anything of value (except a loan of money by a national or State bank made in accordance with 

the applicable banking laws and regulations and in the ordinary course of business) to any candidate， campaign committee， 

or political party or organization， in connection with any election to any of the offices referred to in this section， but shall 

not include (A) communications by a corporation to its stockholders and executive or administrative personnel and their 

families or by a labor organization to its members and their families on any subject ; (B) nonpartisan registration and get 

-out-the-vote campaigns by a corporation aimed at its stockholders and executive or administrative personnel and their 

families， or by a labor organization aimed at its members and their families ; and (C) the establishment， administration， 

and solicitation of contributions to a separate segregated fund to be utilized for political purposes by a corporation， labor 

organization， membership organization， cooperative， or corporation without capital stock. 

“(3) It shall be unlawful-一一

“(A) for such a fund to make a contribution or expenditure by utilizing money or anything 0 
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; or by dues， fees， or other moneys required as a condition of membership in a labor organization or as a condition 
o 
~ of employment， or by moneys obtained in any commercial transaction ; 

漏“(B)for any person soliciting an employee for a contribution to such a fund to fail to inform such employee of the 

~! 

political purposes of such fund at the time of such solicitation ; and 

“(C) for any person soliciting an employee for a contribution to such a fund to fail to inform such employee， at the 

time of such solicitation， of his right to refuse to so contribute without any reprisal. 

“(4) (A) Except as provided in subparagraphs (B)， (C)， and (D)， it shall be unlawful--

“(i) for a corporation， or a separate segregated fund established by a corporation， to solicit contributions to such a 

fund from any person other than its stockholders and their families and its executive or administrative personnel and 

their families， and 

“(ii) for a labor organization， or a separate segregated fund established by a labor organization， to solicit contribu-

tions to such a fund from any person other than its members and their families. 

“(B) it shall not be unlawful under this section for a corporation， a labor organization， or a separate segregated fund 

established by such corporation or such labor organization， to make 2 written solicitations for contributions during the 

calendar year from any stockholder， executive or administrative personnel， or employee of a corporation or the families 

of such persons. A solicitation under this subparagraph may be made only by mail addressed to stockholders， executive 

or administrative personnel， or employees at their residence and shall be so designed that the corporation， labor organiza-

tion， or separate segregated fund conducting such solicitation cannnot determine who makes a contribution of $50 or less 

as a result of such solicitation and who does not make such a contribution. 

“(C) This paragraph shall not prevent a membership organization， cooperative， or corporation without capital stock， or 

a separate segregated fund established by a membership organization， cooperative， or corporation without capital stock， 

from soliciting contributions to such a fund from members of such organization， cooperative， or corporation without 

capital stock. 
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“(D) This paragraph shall not prevent a trade association or a separate segregated fund estab1ished by a trade 

association from soliciting contributions from the stockholders and executive or administrative personnel of the member 

corporations of such trade association and the fami1ies of such stockholders or personnel to the extent that such 

solicitation of such stockholders and personnel， and their families， has been separately and specifically approved by the 

member corporation involved， and such member corporation does not approve any such solicitation by more than one such 

trade association in any calendar year. 

“(5) N otwithstanding any other law， any method of soliciting voluntary contributions or of facilitating the making of 

voluntary contributions to a separate segregated fund estabHshed by a corporation， permitted by law to corporations with 

regard to stockholders and executive or administrative personnel， shall also be permitted to labor organizations with 

regard to their members. 

“(6) Any corporation， inc1uding its subsidiaries， branches， divisions， and affiliates， that utilizes a method of soliciting 

voluntary contributions or facilitating the making of voluntary contributions， shall make available such method， on 

written request and at a cost sufficient only to reimburse the corporation for the expenses incurred thereby， to a labor 

organization representing any members working for such corporation， its subsidiaries， branches， divisions， and affiliates. 

“(7) For purposes of this section， the term ‘executive or administrative personnel' means individuals employed by a 

corporation who are paid on a salary， rather than hourly， basis and who have policymaking， managerial， professional， or 

supervisory responsibilities. 
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